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International Student Center (ISC)

Planning and Coordination Section

　Location 留学生センター２階　 ２
０２９８５３６７６７　 ０２９８５３６２５７

　Advisor
野村　名可男　 ０２９８５３６７６７

Section for Study and Research Abroad
　Location 留学生センター２階　

０２９８５３２７７６

　Advisor
木下　太志　 ０２９８５３２７７６
山田　　亨　 ０２９８５３２７７１

　Office Hours
月曜日から金曜日の９：００～１２：００、１３：００～１７：００
９：００ １２：００ １３：００ １７：００
日本語・英語で相談できます。

Short-Term Program Section

　Location 留学生センター２階　
０２９８５３７４７９　 ０２９８５３６２５７

　Advisor
鈴木　伸隆　 ０２９８５３７４７９

　Office Hours
月曜日から金曜日の９：００～１２：００、１３：００～１７：００
９：００ １２：００ １３：００ １７：００
日本語・英語で相談できます。

Advisory Section

　Location 留学生センター２階　 ２
０２９８５３６２４０，２７７５　 ０２９８５３６２４０

　Office Hours　《留学生相談室　 》

金（ ）木（ ）水（ ）火（ ）月（ ）曜日（ ）
時間（ ）
担当者

（ ）
１５：００～１７：００１４：００～１７：００１４：００～１７：００１４：００～１７：００時間（ ）
竹森　直鈴木　華子鈴木　華子竹森　直担当者

（ ）
日本語・英語で相談できます。
相談時間は変更させていただく場合があります。

Japanese Language Section

　Location　留学生センター１階　 １
０２９８５３２４７２　 ０２９８５３６７９３

　Faculty Members
加納千恵子　 ケード　ブッシュネル　
酒井たか子　 許　　明子　
今井　新悟　 李　　在鎬　
小野　正樹　 関崎　博紀　
木戸　光子　
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　留学生センターは、本学の留学生等に対し日本語等に関する教育や修学・生活上の相談・指導業務を体系的かつ総合的に実施
するとともに、海外留学を希望する学生に対しても相談・指導業務を行っています。
　センターは次の５部門から成っています。

場　所主な業務内容部　門
留学生センター１階入学前の日本語予備教育、入学後の日本語教育日本語等教育部門
留学生センター２階入学後のオリエンテーション、修学・生活上の相談・指導相談指導部門
留学生センター２階短期交換留学生の受入れ体制の充実、修学・生活上の指導助言短期留学（受入れ）部門
留学生センター２階海外留学を希望する学生への修学・生活上の指導助言海外派遣部門
留学生センター２階留学生に係る各種事業等の企画及び調整企画調整部門

　留学生センターでは、留学生が満足のいく学生生活を送れるように、入学前・後の修学・生活上の問題をはじめ、留学生の様々
な問題に関する相談を行っています。また、新入留学生に対する修学・生活上のオリエンテーションを行うほか、留学生に充実
した学生生活を送ってもらうために、個別に指導や援助を行うチューターを対象として、オリエンテーション及び指導を実施し
ています。
　正規生、研究生、科目等履修生及び日本語研修生は、センター２階の「留学生相談室」を、短期留学生（特別聴講学生・特別
研究学生）は「短期留学（受入れ）部門教員控室」を訪ねてください。センターの教員が分担して月曜日から金曜日まで相談に
応じています。各教員の相談担当日及び連絡先は、上記各室のドアに掲示してあります。
　業務内容の概要は以下のとおりです。

修学・生活等に関する相談
　修学上の問題
指導教員とのこと
進学のこと、等

　生活上の問題
異文化適応のこと
入管関係のこと
友だち関係のこと
宿舎のこと、等

　経済的問題
奨学金のこと、等

　精神的・身体的問題
眠れない、不安、悲しい、等＊

＊専門的な相談については、保健管理センターの協力を得ています。

　留学生相談室では、日本語以外にも、英語を使えることで、安心して相談できる雰囲気を作り、きめ細かな対応を心がけてい
ます。また、留学生以外にも、帰国学生等、多文化の背景を持つ日本人学生の相談にも応じています。

オリエンテーション
　新入留学生及びチューターに対して、必要かつ正確な情報を提供することを目的に、次のようなオリエンテーションを実施し
ています。
　新入生のための生活オリエンテーション
　４月、１０月、１２月の３回、新規入学の留学生を対象に、つくばにおける留学生活上の留意点を日本語・英語で説明しています。
　新入生のための奨学金・在留管理オリエンテーション
　４月、１０月、１２月に新規入学の留学生を対象に、奨学金制度と在留管理に関するオリエンテーションを日本語・英語で行っ
ています。
　短期留学生のためのオリエンテーション
　４月、１０月の２回、新規入学の短期留学生（特別聴講学生・特別研究学生）を対象に、日本語と英語で行っています。
　チューターのためのオリエンテーション
　４月と１０月と１２月に、チューターを対象に、チューターの役割や制度等について説明し、来日即座に留学生の支援ができるよ
う具体的な指導をしています。

（１） 

（２） 
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1. International Student Center  

　

　

　

Counseling on Academic & Daily Life
　

　

　

　

　

Orientation
　
　

　
　
　

（２） International Student Counseling

（１） Outline
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　留学生センターでは、留学生等に対し日本語研修コースを開設し、各々の日本語能力に応じた日本語教育を実施しています。
日本語研修コースには、 本学の大学に配置される大使館推薦の国費外国人留学生、教員研修留学生、日韓共同理工系学部留学
生等を対象とした「集中日本語コース」及び「半集中日本語コース」と、 本学の留学生等を対象とした各学期１５週間の「初級
日本語コース」及び 中級以上の「技能別クラス」があります。その他に、 短期留学生を対象とする日本語コース、 学群の
留学生を対象とする日本語・日本事情科目、及び 主に英語で学位を取得する学群留学生を対象とするＧ３０日本語・日本事情科
目もあります。ここでは、 と の受講手続き等について解説します。

　以下のⅠの『受講資格』に当てはまり、Ⅱの『受講手続き』をすべて行った者に受講を許可します。
〔問い合せ先〕留学生センター日本語教員控室（電話０２９８５３２４７２） グローバルコモンズ機構（電話０２９８５３６０８９、６０９０）

留学生センター日本語補講コース案内
Ⅰ．受講資格：次のいずれかにあてはまる者
　本学の外国人留学生（科目等履修生を除く。）
　正規の学生（学群、Ｇ３０、大学院）
　研究生
　特別聴講学生（大学院）、特別研究学生
　日本語研修生（教員研修留学生、日韓共同理工系学部留学生を含む。）
　本学の日本語・日本文化研修留学生
　本学の帰国学生

Ⅱ．受講手続
Ⅱ－１．継続者の受講手続き
　継続して日本語補講コースを受講する者は、次の学期の始めに留学生センターで受講申込みを行ってください。前の学期の成
績などによって、受講レベルが決まる場合は、プレースメントテストを受ける必要はありません。
　それ以降の手続きは、新規受講者と同じです。

Ⅱ－２．新規受講者の受講手続き

１．日本語補講の受講申込み（日本語プレースメントテスト受験者）
申込期間：春学期は４月の初め、秋学期は９月末（年によって多少変わります）

９：００～１２：００、１３：３０～１６：３０（詳しい日程と場所は留学生センターに問合わせてください）
〔本人が、学生証を持参し、留学生センターに来ること〕
●日本語プレースメントテスト受験者

↓
受験票を受け取る

↓
　　日本語プレースメントテスト（ ）の受験

２．テスト結果発表（コース・クラス分け）、「履修登録票」の配布
日時：春学期は４月初旬、秋学期は９月下旬
場所：留学生センター２階、掲示板（指定された場所で「履修登録票」を必ず受けること）

３．クラス別オリエンテーション
日時：各クラスの初回授業で行います。
場所：留学生センター各研修室　※持ち物：履修登録票

４．「履修登録票」の提出（提出しないと受講できません）
提出期間：コース開始後、２週間以内　　　９：００～１２：００、１３：３０～１６：３０

〔本人が、学生証を持参し、留学生センター２階事務室に来ること〕

※なお、受講資格があっても、決められた期間内に上の『受講手続』を行わないと受講資格がなくなりますので、注意してくだ
さい。

（３） 
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Japanese Language Training Courses at the ISC
１. Enrollment Qualification
　
　
　
　
　
　

　
　

２．Procedures for Taking Japanese Courses
２．１　Application for the Japanese Courses (For Those Continuing from Another Course)
　

　

２．２　For New Students

（３） Japanese Language Instruction

in person student ID card

　　　　　　↓

　　　　　　↓
　　

MUST

in person student ID card
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Ⅲ．実施期間
春学期　４月初旬～７月下旬　　１５週間
秋学期　１０月初旬～２月初旬　　１５週間

Ⅳ．コース内容及び週当り授業時間数（コマ数）
日本語コース概要

　受講生は、プレースメントテストの結果によりレベル判定を受けたのちに、レベルに応じたコースに配置されます。このレ
ベルは、日本語に関する知識の量によってではなく、実際の日本語運用力、コミュニケーション能力によって判定されるた
め、海外における日本語の学習時間とは必ずしも一致しないことに注意してください。

　初級レベルの受講生は、初級日本語コース１００～３００（週５コマ必修）と選択漢字クラス（週１コマ）、合わせて週６コマが
履修可能となります。中級以上の場合も、週６コマを上限とします。

　日本語コースの受講料は無料ですが、各授業で必要なテキスト類は受講者各自の責任で購入してください。
クラスによっては人数制限をする場合があるので、授業初日には出席するようにしてください。

　４００レベルは中級入門、５００レベルは中級前期、６００レベルは中級中期、７００レベルは中級後期、８００は上級レベルの学生を
対象としています。各レベルには「文法」を中心としたクラス、「話す」ことを中心としたクラス、「聞く」ことを中心とし
たクラス、「読む」ことを中心としたクラス、「書く」ことを中心としたクラスなど、技能別のクラスがあります。学生は、
レベルなどの条件が合えば、「漢字」クラスも含め、週６コマまで自由に選択して受講できます。また、それ以外に、目的
別日本語クラスもあります。

　開講される科目名、開設学期、曜日、時限、授業の内容については、変更する場合もあるため、留学生センターのホームペー
ジ、掲示などを参照すること。１クラス５名以上の学生が集まらない場合は、開講されないこともあります。

　上記の日本語コースは課外補講であり、単位の取得はできません。
ただし、学群レベルの短期留学生には、単位取得可能な日本語科目があるので、対応支援室学群教務担当で別途科目登録を
行ってください。

漢字書く読む聞く話す文法日本語

↓レベル↓

初級－前

初級－中

初級－後

中級入門

中級－前

中級－中

中級－後

上級
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３．Calendar

４．Course Content and Number of Periods/Week
Outline of Japanese courses

漢字書く読む聞く話す文法日本語

↓レベル↓

初級－前

初級－中

初級－後

中級入門

中級－前

中級－中

中級－後

上級
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　留学生に関する事務は、大別してグローバルコモンズ機構で取り扱うものと、各支援室で扱うものとがあります。グローバル
コモンズ機構においては、主に研究生及び国費外国人留学生に関する諸手続き、各支援室においては主として学群、大学院の正
規生に関する諸手続きを扱っています。

グローバルコモンズ機構
　グローバルコモンズ機構では、次のような事務を行っています。また、留学生センターの活動を支援しています。

支援室
　次の９つの支援室において、それぞれ次の学群・学類、研究科の事務を扱っています。

電　　話主な業務内容
０２９８５３６０８５、６０８７研究生（私費）及び国費外国人留学生の受入れ等
０２９８５３６０８９、６０９０、６０６７短期留学生の受入れ・派遣等
０２９８５３６０８６、６０６０奨学金、チューター制度、各種証明書等、地域交流
０２９８５３６０９０日本語補講コースの受付け等
０２９８５３６０６２筑波大学留学生後援会

場　所対応する学類・専門学群及び研究科支　　援　　室

１Ａ棟３階人文学類、社会学類
人文社会科学研究科人文社会エリア支援室

東京キャンパス文京校舎ビジネス科学研究科
人間総合科学研究科（社会人大学院（夜間））社会人大学院等支援室

１Ａ棟３階地球学類、数学類、物理学類、化学類
数理物質科学研究科数理物質エリア支援室

３Ａ棟２階
国際総合学類、応用理工学類、工学システム学類、社会工学類、情報
科学類
システム情報工学研究科

システム情報エリア支援室

２Ｂ棟３階比較文化学類、日本語・日本文化学類、生物学類、生物資源学類
生命環境科学研究科生命環境エリア支援室

２Ａ棟２階
教育学類、心理学類、障害科学類
教育研究科
人間総合科学研究科（人間系）

人 間 エ リ ア 支 援 室

５Ｃ棟２階体育専門学群、芸術専門学群
人間総合科学研究科（体育芸術系）体育芸術エリア支援室

４Ａ棟２階医学類、看護学類、医療科学類
人間総合科学研究科（医学系）医学医療エリア支援室

７Ａ棟２階情報メディア創成学類、知識情報・図書館学類
図書館情報メディア研究科図書館情報エリア支援室

（１） 
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１．Organization for Global Commons
　

２．Academic Service Offices
　

2. Division of Offices

（１） Organization for Global Commons & Academic Service Offices
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　留学生に係る事務分担は次のとおりです。

（２） 

研究生学群学生・大学院学生事　項区分

支援室
（学群教務・大学院教務・学生支援担当）

休学願
復学願
退学願

身　

分　

異　

動

グローバルコモンズ機構
現住所届
現住所変更届
現住所不在届

グローバルコモンズ機構留学生登録シート

支援室
（学群教務・大学院教務・学生支援担当）

成績証明書＊
卒業見込証明書
卒業証明書＊
単位修得証明書

諸　

証　

明

グローバルコモンズ機構学生証（身分証明書）
在学（籍）証明書
通学証明書
旅客運賃割引

グローバルコモンズ機構研究修了証明書＊＊
グローバルコモンズ機構〔国費外国人留学生のみ〕国費外国人留学生証明書

保健管理センター健康診断書

学生生活課学生生活担当、支援室（学群教務・大学院教務・学生支援担当）学生集会願
文書等掲示・配布願

課
外
活
動 体育センター体育施設使用許可願

支援室（学群教務・大学院教務・学生支援担当）

遺失物届
拾得物届
盗難届
アルバイト情報
学生教育研究災害傷害保険

学　

生　

生　

活 就職課、支援室（学群教務・大学院教務・学生支援担当）、グローバルコモンズ機構就職
学生相談

支援室（学群教務・大学院教務・学生支援担当）、グローバルコモンズ機構奨学金
奨
学
金

支援室
（学群教務・大学院教務・学生支援担当）

授業料免除
徴収猶予・月割分納

授
業
料 グローバルコモンズ機構支援室（経理担当）授業料納付

（備考）
１　＊印の証明書は、卒業後は、学群学生の場合は教育推進課（成績管理・システム担当）（本部棟２階、電話０２９８５３２１９９）が、
大学院学生の場合は各研究科対応支援室の大学院教務担当がそれぞれ窓口となります。
２　＊＊印の証明書は、「研究修了届」を提出していない場合は発行できません。
３　特別聴講学生及び特別研究学生の諸証明（身分証明書、在籍証明書等）については支援室（学群／大学院教務、学生支援）
となります。
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（２） Division of Offices

１　

２　
３　
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　筑波大学の留学生は、次の７種類に区分されます。なお、留学生とは、出入国管理法に定める「留学」の在留資格を有してい
る学生を指します。

入　学　資　格　等区　　分
○入学資格：日本国籍を有しない者で、外国において学校教育における１２年の課程を修了した者等。
○国費外国人留学生：書類による選考
○私費外国人留学生：日本学生支援機構の行う「日本留学試験」を受験した上で、本学の入学試験を受験し
ます。

○４年以上在学し、所定の単位を取得すれば、学士号が与えられます。

学群学生

○入学資格：日本の大学を卒業した者、又は外国において学校教育における所定の課程を修了した者等。
○所定の入学試験を受け、合格しなければなりません。
○大学院修士課程は２年以上、博士課程は３年（人間総合科学研究科の医学関連専攻は４年）以上在学し、
修了すると学位が与えられます。

大学院学生

○入学資格：履修しようとする科目を理解するための十分な学力がある者。
○履修の上、試験に合格すれば、所定の単位が与えられます。

科目等履修生

○入学資格：大学を卒業した者、又は外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。
○入学試験はなく、書類選考のみで合否が決まります。研究生は、指導教員の指導のもとで決められた研究
課題について研究を行います。授業の聴講もできますが、単位は取得できません。

○研究期間：入学を許可された年度内（３月３１日まで）ですが、希望者は許可を得て通算２年まで延長する
ことができます。

研究生

他大学の学生（大学院の学生を含む。）で、その大学（院）と本学との協議に基づいて入学が許可された者。
特定の授業科目を聴講する学生です。

特別聴講学生

他大学の大学院の学生で、その大学院と本学との協議に基づいて入学が許可された者。研究科で研究指導を
受ける学生です。

特別研究学生

主として、研究留学生としての専門教育に先立ち、日本語を習得するため６か月の日本語予備教育を受ける
者。

日本語研修生

（１） 
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3. International Student Classification & Tuition, etc.

（１） International Student Classification 
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入学料と授業料（平成２６年度）
　入学料、授業料の額は、次のとおりです。

授業料等の納付方法
　上記の授業料等の納付方法は、次のとおりです。

授業料免除
　学群生及び大学院生で、経済的理由によって授業料を支払うことが困難であり、かつ、学業優秀と認められる者は、授業料の
全額又は一部を免除されることがあります。
　ただし、研究生及び科目等履修生に授業料免除制度はありません。詳細については、次のところに問い合わせてください。

学生部学生生活課（経済支援）（スチューデントプラザ３階）
支援室（教務・学生支援担当）

授　業　料入　学　料区　　分
年　　　額　：　５３５，８００円　　　　　　　　　２８２，０００円学群学生、大学院学生
１　単　位　：　　１４，８００円　　　　　　　　　　２８，２００円科目等履修生
月　　　額　：　　２９，７００円（年額　３５６，４００円）　８４，６００円研究生
１　単　位　：　　１４，８００円　　　　　　　　　―特別聴講学生
月　　　額　：　　２９，７００円　　　　　　　　　―特別研究学生

（注）上記の額は、変更されることがあります。

（２） 

問合せ先授　業　料入　学　料区　　分

財務部財務管理課
（本部棟３階　電話０２９８５３２１６１）

・納付時期　　第１期分は５月
　　　　　　　第２期分は１１月
・口座振替により納付入学手続時に

払込票により
納付

学群学生
大学院学生

各対応支援室払込票により納付科目等履修生
留学生交流課払込票により納付研究生

各対応支援室　又は　留学生交流課払込票により納付
特別聴講学生
特別研究学生

なお、国費外国人留学生（日本語研修生を含む。）は、授業料等が免除されます。

・口座振替日　第１期分は５月２７日
　　　　　　　第２期分は１１月２７日
（ただし、金融機関が休みの場合は翌営業日）
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１．Admission Fee and Tuition (AY 2014-2015)
　

２．Payment Method of Tuition, etc.
　

３．Tuition Exemption
　

　
　

―
―

（２） Tuition, etc.

・

・
・
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　私費外国人留学生のための奨学金には、大学の推薦を要するものと、大学の推薦を要せず留学生本人が直接奨学団体に申請す
るものとがあります。

　私費外国人留学生のための大学の推薦を要する奨学金の募集については、一括募集方式（年１回の申請）により行われており
ます。
①　この奨学金の受給を希望し、申請資格がある場合は、本学所定の申請書類を毎年７月（※注６を参照）の定められた期間内
に、所属する教育組織の長（学類長、専門学群長又は研究科長）に提出する必要があります。
②　各教育組織は、申請者から提出された申請書類の審査、選考を行い、申請者に推薦順位を付して学長に推薦します。
③　各奨学団体等から大学あて候補者の推薦依頼のある都度、留学生センターの選考委員会において、学長に推薦された申請者
について各教育組織により決められた順位に沿って全学的調整を行い、当該奨学団体等への応募資格を満たしている推薦候補
者を選考します。
④　選考された当該推薦候補者へは、学長から、所属する教育組織の長を通じて当該奨学団体等への推薦決定及び応募書類の提
出依頼について通知されます。
⑤　学長から通知を受けた当該推薦候補者は、応募書類を所属する教育組織の長を通じて学長に提出してください。
⑥　学長から当該奨学団体等に対し、大学推薦による当該候補者が推薦されます。

（注１）申請資格については、毎年度の募集要項により確認してください。
（注２）各申請者は、大学推薦による奨学金を２つ同時に受給することはできません。
（注３）大学推薦により奨学団体等に推薦されても、必ず採用になるとは限らず、不採用になる場合もあります。
（注４）申請者全員が奨学団体等へ推薦されるものではありませんので、個人応募による奨学金にも応募しておくことをお勧め

します。
（※個人応募の結果、採用になり、奨学金を受給する場合は、大学推薦による奨学金の申請資格又は奨学金受給候補者と
しての資格がなくなります。両方の奨学金の同時受給はできません。）

（注５）奨学団体等への推薦候補者として選考された者以外の申請者については、推薦候補者の選考の都度、その結果を個別に通
知することは行っておりません。

（注６）毎年４月に、主に新入生を対象とする当該年度の大学推薦奨学金の追加募集を行います。
追加募集の対象者は以下のとおりです。
・前年度の９月以降に入学した正規生（学群・大学院）及び研究生
・当該年の４月に入学した正規生（学群・大学院）及び研究生
・前年度の７月期募集の時点で研究生又は学群正規生として在籍していた者、４月に大学院に正規生として入学した者
・前年度の７月期募集の時点で休学していたため申請できなかった者で、４月までに復学している者

（注７）４月期の追加募集に応募した者で、翌年度の奨学金を希望する場合は、７月期の大学推薦奨学金の申請も必ず行ってく
ださい。

　個人応募による奨学金については、奨学団体等から募集通知が届き次第、グローバルコモンズ機構及び各支援室の掲示板に掲
示します。この奨学金は、大学の推薦を要せず、留学生本人が直接奨学団体等へ申請するものです。
　なお、募集通知のある奨学団体等、募集内容等は、年度により多少異なります。

（注）個人応募の結果、採用になり奨学金を受給する場合は、大学推薦による奨学金の申請資格又は奨学金受給候補者としての
資格がなくなります。両方の奨学金の同時受給はできません。

（１） 

（２） 



－ 16 －

　

　
①　

②　

③　

④　

⑤　

⑥　

・

・

・

・

　

4. Scholarships

（１） Application for Scholarship through University Recommendation

（２） Individual Application for Scholarship (Direct Application)
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日本語
能　力期　間月　額（円）

応　　募　　資　　格
奨学財団名称

その他国籍・専攻年　齢研究生院　生学群生

－１～３年１４６千～１４７千他の奨学金
併給不可台湾出身者を除く院生３５未満○国費外国人留学生

（国内採用）

－１年院生 ６５千
学群 ４８千〃○○○日本学生支援機構

（学習奨励費）

－１年院生 ８万
学群 ６万〃○○筑波大学学生奨学金

つくばスカラシップ

○１年院生 １４万
学群 １０万〃４５未満

○
２年
３年

○
４年次

（医学は６年次）
ロータリー米山記念奨学会

－２年１０万〃２６以下○
３年次

日本国際教育支援協会
（豊田通商留学生奨学金）

－１年１０万〃
○
１・２年
１年

○
３・４年次

日本国際教育支援協会
（三菱商事留学生奨学金）

○１～２年１５万〃アジア地域３５未満○日本国際教育支援協会
（ アジア奨学金）

○１～２年１２万〃
アジア地域
通信技術、情報処理技術、関連
する分野

○
進学
決定者

○
１年のみ

日本国際教育支援協会
（ドコモ留学生奨学金）

○２年１０万〃アジア諸国○
３年次

日本国際教育支援協会
（セイホスカラーシップ）

○１年１０万〃東アジア、東南アジア諸国○日本国際教育支援協会
（ユアサ留学生奨学金）

○１年１５万〃アジア太平洋諸国
○
進学
決定者

○綿貫国際奨学財団

○１～２年１２万〃中国出身で社会科学系３５未満○
１、２年アジア教育文化交流協会

○２年１０万〃東南アジア諸国院生３５未満
学群２７未満

○
１年、 ２年

（医学は３年次）

○
３年次

（医学は５年次）
佐川留学生奨学会

○１年１０万〃ＭＣ３０未満
ＤＣ３２未満○俊道国際奨学会

○１年１０万〃３５以下○○
３年次以上辻国際奨学財団

○１～２年１０万〃人文社会科学・教育・体育専攻院生３５以下
学群３０以下○○

３年次以上坂口国際育英奨学財団

－１～２年１０万〃インドネシア、タイ、中国、韓
国

○
１年

１、２年
旭硝子奨学会

○修了まで１０万〃法、経済、社会（系）、理工（系）
専攻３８以下○三菱 信託奨学財団

○２年院生 ７５千
学群 ５３千〃アジア、オセアニア諸国院生３５未満

学群３０未満○
○

文１・２年次
理２・３年次

清和国際留学生奨学会

○卒業まで１０万〃インドネシア○○○橋谷奨学会

○１年５万〃アジア○
２～４年次

公益信託筑波銀行
記念奨学基金

－１年年額 ２５万〃理工（農・水含む）○○日揮・実吉奨学会（第二種）

－１～３年１８万〃
中近東、アフリカ、中央アジア
圏の産油国
理工系

○日揮・実吉奨学会（第三種）

○１年３万〃
既婚女性

アジア、アフリカ及び南アメリ
カ諸国○国際ソロプチミストつくば

○１～２年院生 １２万
学群 １０万

他の奨学金
併給不可○○平和中島財団

表１　私費外国人留学生に対する奨学財団等一覧（大学推薦）
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Table 1　List of Scholarships for Privately-financed International Students (Application through University Recommendation)

－～○

－○○○

－○○

○
○○

－○

－
○○

○～○

○～

○

○

○○

○○

○

○

○

○～○

○

○○

○○

○○○

○～○○　

－～
○

○○

○○

○

○○○○

○○
～

－○○

－～○

○○

○～○○
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表１　つづき

（注）応募資格、奨学金月額等は平成２５年度現在のものであり、変更になることがあります。

日本語
能　力期　間月　額（円）

応　　募　　資　　格
奨学財団名称

その他国籍・専攻年　齢研究生院　生学群生

○１年１０万他の奨学金
併給不可人文、社会、自然科学○○

３年次以上
公益信託川嶋章司記念
スカラーシップ基金

－６ヶ月
又は１年１５万以内〃

法律、政治、経済、社会、文化、
技術の各分野で情報通信に関連
のあるテーマ

３５以下○財団

○１～２年１０万〃東アジア・東南アジア
なるべく工学系３５未満○エプソン国際奨学財団

○正規修業
期間１８万〃諸国３０以下

３５以下○東京海上各務記念財団

○１～２年１２万〃原則としてアジア諸国３５未満
４０未満○高山国際教育財団

○１～２年１２万〃東・東南アジア諸国○
１年以上神林留学生奨学会

－１～２年８万～１２万〃

アジア・アフリカ・中近東諸国
開発途上国の開発のための特定
テーマの技術（特に土木、電気、
農業、開発経済等）

○公益信託久保田豊基金

○１～２年院生 １０万
学群 ７万〃院生３５未満

学群３０未満○○
３・４年次双日国際交流財団

○１～２年１０万〃アジア諸国３５以下○○
２年次以上竜の子財団

○２年１５万〃アジア、南米
研究分野「食、栄養、保健」３０未満

○
進学
決定者

○味の素奨学会

○２年１０万〃アジア諸国
○
１年次

１・２年次

○
１～３年次共立国際交流奨学財団

○１年６万〃アジア諸国○
１～３年次共立メンテナンス奨学金

○１～２年１８万〃アジア諸国３５以下
○
進学
決定者

○○ロッテ国際奨学財団

○１年１０万〃○徳洲会国際奨学財団

○正規修業
期間２０万〃

韓国、中国、台湾、香港、タイ、
ミャンマー、ラオス、ベトナム、
カンボジア、ブルネイ、シンガ
ポール、フィリピン、インドネ
シア、マレーシア、インド
人文社会・社会科学系

○
受給開始時 １
又は １のみ

かめのり財団

○１年１５万〃東南アジア３５以下○○○ヒロセ国際奨学財団

－１年年額
１００～１５０万〃

アジア、中東、アフリカ、ブラ
ジル、ロシア、チェコ
経営分野、医学分野

３５以下○大塚敏美育英奨学財団

○修了まで１２万〃○ウシオ財団

（ ）
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Table 1　Continuation

○○○

－○

○～○

○○

○～○

○～○

－～～○

○～○○

○～○○

○

○

○

○
○○

○○

○～

○

○○

○○

○

○

○○○○

－○

○○

－ － ○－
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表２　私費外国人留学生に対する奨学財団等一覧（個人応募）

（注）応募資格、奨学金月額等は平成２５年度現在のものであり、変更になることがあります。

日本語
能　力募集期間期間月　額（円）

応　　募　　資　　格
奨学財団名称

その他国籍・専攻年　齢研究生院　生学群生

○９～１０月正規
修業期間１４５千～１４７千他の奨学金

併給不可台湾出身３５未満○○交流協会奨学金
（国内採用者）

○３～５月２年５万
月額６万円
以下の
併給可

日本語、日本文学、日本文化学
（日本語能力試験（ １）を１７０
点以上、中国語、韓国語以外を
母語とする者は１３５点以上）

○○日本国際教育支援協会
（日本語普及奨学金（日能））

○３～５月２年５万
日本語教育
能力検定
試験合格者

○○日本国際教育支援協会
（日本語教本普及奨学金（検定））

○９月１年２０万他の奨学金
併給不可

大学と住居地が関東地方にある
もの

○
３年

オーバードクター可
渥美国際交流奨学財団

○１０月２年
以内１８万〃２９以下○

進学決定者
○
１年伊藤国際教育交流財団

○
１０月上旬
～

１１月中旬

２年
以内１６万

年額３６万以
内の奨学金
の併給可

アジア・太平洋地域諸国出身者３５未満
３０未満

○
進学決定者○とうきゅう外来留学生

奨学財団

○１１～１２月２年
以内１１万他の奨学金

併給不可
院生２８以下
学群２６以下

○
進学決定者

○
１・２年次

○
３、４年次似鳥国際奨学財団

○１２月上旬
～中旬１年１５万〃東アジア、東南アジア出身

自然科学系
３５未満
３０未満

○
進学決定者○岩谷直治記念財団

○４～５月
中旬１年１０万（年額）〃アジア諸国３０以上○○○在日アジア人留学生への

研究補助（ ）

○１～２月１年上限１２０万（年額）
自己申請による〃人文・社会科学専攻

アジア・大洋州諸国出身
○
１～３年

富士ゼロックス・
小林節太郎記念基金
〔研究助成金〕

○８～９月２年院生 １８万
学群 １２万〃

インドネシア、シンガポール、
フィリピン、マレーシア、ブル
ネイ、タイ、ベトナム、ラオス、
カンボジア、ミャンマー、イン
ド、スリランカ、モルジブ、パ
キスタン、ネパール、ブータン、
バングラディシュ、東ティモー
ル

○○佐藤陽国際奨学財団

○１０～１１月

２年
３年
４～
５年

２０万
１８万
１５万

（いずれかを選択）

〃３５未満
３０未満○本庄国際奨学財団

○４月１～
２年

院生 ７万
学群 ５万〃韓国○○青峰奨学財団

○３～４月１年
７万
４万

学群 ２．５万
〃韓国院生４０未満

学群３０未満○○朝鮮奨学会

○１０～１２月１年５万〃体育学系・スポーツ３０未満○○ヨネックススポーツ
振興財団

○９～１１月２年１０万〃スポーツ振興・競技レベル向上
の研究○○ヤマハ発動機スポーツ

振興財団

○５月上旬
～中旬１年３万

年額３６万円
以内の奨学
金併給可

アジア、アフリカ、ラテンアメ
リカ地域

○
１、２年次

東京 留学生の
母親運動奨学金

－４～５月
中旬１年

５０万、１５０万、
２００万（年額）
財団が決定

併給可

医学、薬学、栄養学、体育学、
経営学
アジア、アラブ、アフリカ諸国、
ブラジル、ロシア、チェコ

○○大塚敏美育英奨学財団
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Table 2　List of Scholarships for Privately-financed International Students (Individual Application)
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○○○
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○

○
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○

○○

○

○

○

○～○○○

○～○
～

○～○○

○～～○

○～○○

○○○

○○○
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－○○
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　日本政府奨学金留学生（国費外国人留学生）のみに関わる諸手続きについて、以下に説明します。

　奨学金を受給するためには、毎月必ずグローバルコモンズ機構において在籍簿に署名（サイン）をしてください。月の初めか
ら終わりまでの間に在籍簿にサインがない場合は、奨学金は支給されません。
　月初めにサインをすれば、当月中に奨学金が支給されます。サインが遅れた場合には翌月の支給になります。グローバルコモ
ンズ機構の窓口で支給日のスケジュール表を配布していますので確認してください。
（注１）休学した場合も奨学金は支給されません。
（注２）在留資格を「留学」から他の在留資格に変更した場合は、国費奨学金の受給資格を失います。

　奨学金支給期間が満了する研究生、正規生のうち進学を希望する国費外国人留学生は、一定の条件を満たした場合、期間延長
の申請をすることができます。該当する留学生は１１月上旬頃に研究科等を通じて通知しますので、希望者は申請してください。
　なお、帰国する場合は、帰国旅費の請求手続きをしてください。帰国しない場合は、帰国旅費辞退届の提出が必要です。
　延長申請に当たっては、様々な条件がありますので、詳細については、グローバルコモンズ機構に問い合わせてください。

（１） 

（２） 
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5. Procedures for Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship Students

　

　

　

　

　

　

（１） Scholarship Payment

（２） Extension of Scholarship
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　筑波大学に入学すると、指導教員が指名されます。留学生の皆さんは、指導教員の指導のもとに学習・研究を行うことになり
ますから、指導教員と積極的に接触することを心掛けてください。特に研究生は研究が中心となるため、自主的かつ定期的に指
導を受けるようにすることが大切です。

　入学当初の留学生に対して、不便なく学習や日常生活ができるように、原則として日本人の大学院学生がチューターとして付
き、個別の支援を行います。
　チューターの具体的役割は、留学生の学習・研究指導（予習・復習の補助）を中心に、日本語指導、日常の世話（学内外の案
内、諸手続きのための市役所等への同行、買い物、宿舎探しの補助）などを行うことです。チューター制度を積極的に活用し、
留学効果を高めるようにしてください。なお、指定されたチューターが自分に適していないと思われるときは、遠慮なく指導教
員等に相談してください。
　チューターの指導期間は、次のとおりです。

　研究生の研究期間は、入学を許可された年度（４月１日～翌年３月３１日）内とします。したがって、当初の研究期間は３月３１
日で一旦切れますが、引き続き研究を希望する場合には、通算２年の範囲内で許可を得て研究期間を延長することができます。
　延長の申請方法については、研究期間が終了する年度の１２月頃該当者に対し通知しますので、希望者は所定の手続きをしてく
ださい。

　入学試験の実施時期は、研究科・専攻によって異なります。
　詳細は、本学 ページ（ ）で確認してください。
　また、出願に当たっては、卒業（修了）した大学の成績証明書、卒業（修了）証明書及び学位取得証明書が必要となりますの
で、あらかじめ取り寄せておく必要があります。

　大学院入学試験の問い合わせ先
筑波キャンパスの研究科・専攻：教育推進課大学院入試（電話０２９８５３２２３０、２２３１）
東京キャンパス社会人大学院（夜間）：社会人大学院等支援室教務（電話０３３９４２６９１８）

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

指導時間（注）指導期間区　　分
年間９０時間以内入学後２年間学群学生
年間９０時間以内入学後１年間大学院学生・研究生
年間９０時間以内入学後１年以内特別聴講学生・特別研究学生

（注１）指導時間は、留学生の渡日時期や留学期間等により異なります。
（注２）指導時間数は、予算の都合により変更になる場合があります。
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6. Student Life

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（１） Academic Advisor

（２） Tutorial System

（３） Extension of Research Period for Non-degree Research Students

（４） Admission to Graduate School 
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　本学の附属図書館は、中央図書館、体育・芸術図書館、医学図書館、図書館情報学図書館及び大塚図書館の５館からなり、約
２５８万冊の図書と約３万２千種類の雑誌を所蔵しています。
　利用の際は必ず学生証を持参してください。利用の詳細については「附属図書館利用案内」や図書館 サイトを参照するか、
各館の係員に尋ねてください。
　また、中央図書館には、附属図書館ボランティアがいますので、気軽に相談してください。英語でも対応します。

開館時間

閲　覧
　図書・雑誌は全面開架で配架してあり、自由に閲覧できます。ただし、貴重図書、和装本等及び視聴覚資料・マイクロ資料は
所定の手続きが必要です。

館外貸出
対 象 資 料：一般図書（「参考」、「禁帯出」、「本学関係資料」及び「教科書」のラベルが貼付してあるものを除きます。）
冊数及び期間：学群学生１０冊、大学院学生２０冊・３週間　更新は３回（ただし、予約がある場合は、更新できません。）
貸 出 手 続：自動貸出装置を使って、自分で貸出手続きができます。または、貸出を受けようとする図書に学生証を添えてメ

インカウンター（貸出）に提出してください。
貸 出 予 約：貸出中の図書に対して、５冊まで蔵書検索（ ）から貸出予約ができます。
メールサービス：貸出図書の返却期限が近づいたり、予約図書が返却された時に、電子メールでお知らせします。メールアドレス

の登録は、図書館 サイトで行ってください。
ペナルティ：返却期限を過ぎても返却しない図書（延滞図書）が１冊でもある場合と、延滞図書の返却日及び返却後のペナル

ティ期間中は、新たに貸出・更新・予約・取り寄せ（筑波⇔東京）ができなくなります。
【例】

筑波大学電子図書館（TULIPS）（URL　https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/）
　附属図書館の サイトでは、蔵書検索（ ）や電子ジャーナル、データベースを始めとする様々な学術情報資源へのアク
セスを提供しています。大学内外の学術情報資源をまとめて検索し、ワンクリックで全文情報や関連する情報資源へアクセス
（ ）し、文献情報を個人毎に管理できるサービス（ ）を提供しています。また、図書館で所蔵する貴重書や、
大学の学位論文、紀要や研究成果報告書の全文をつくばリポジトリで公開しています。是非ご利用ください。

留学生オリエンテーション
　留学生のために、英語と日本語で図書館の利用法をご案内します。開催スケジュールは、図書館 サイトや館内の掲示でお
知らせします。

その他
　中央図書館エントランスには、コーヒー・ショップがあります。また、日本文化紹介として、図書館ボランティアによるおり
紙講習会を年数回開催しています。

（５） 

休業中学期中筑波キャンパス
９：００～２０：００８：３０～２４：００月～金

中央図書館
９：００～１８：００９：００～２０：００土・日・祝
９：００～１７：００９：００～２２：００月～金

体育・芸術、図書館情報学図書館
休館１０：００～１８：００土・日・祝

９：００～２０：００９：００～２２：００医学図書館

４／５と４／９が返却期限の図書を に返却した場合

４／５　６　７　８　９　１０　１１　１２　１３　１４　１５　１６　１７　１８　

ペナルティ期間

４／５まで
４／９まで

＝

ペナルティ期間は４／６～４／１７

延滞図書あり 返却当日 最長延滞日数＋ ＋

祝日土火～金月東京キャンパス
休館１０：００～１８：００１０：００～１９：５０１０：００～２１：１０１０：３０～１８：３０大塚図書館

（注）各館とも年末・年始は休館となります。詳細は図書館 サイト等で確認してください。
また、臨時休館等はその都度図書館 サイト等でお知らせします。
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Library Hours

Browsing
　

Lending Services
　

　

　

　
　

　

The University of Tsukuba Digital Library (Tulips) (https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/)
　

Orientation for International Students
　

Other
　

（５） Libraries

４／５と４／９が返却期限の図書を に返却した場合

４／５　６　７　８　９　１０　１１　１２　１３　１４　１５　１６　１７　１８　

ペナルティ期間

４／５まで
４／９まで

＝

ペナルティ期間は４／６～４／１７

延滞図書あり 返却当日 最長延滞日数＋ ＋

～
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課外活動
　本学には、体育・文化・芸術などいろいろな分野の学生団体があります。留学生も参加できますから積極的に参加しましょう。
具体的な団体名や連絡先等詳細については、グローバルコモンズ機構または学生生活課で確認できます。課外活動団体紹介誌
は、閲覧できます。
　学生が学内において集会や催しを行うときは、実施の５日前（休日を除く）までに「学生集会（催）願」を対応支援室の学生
支援担当（若しくは、学群教務担当）に提出し、許可を受けてください。
　体育施設を利用する場合は、事前に予約が必要です。体育センター（電話０２９８５３２８７３）に問い合わせてください。

TISA（Tsukuba International Students Association）
　 は、留学生の希望やニーズに応え、留学生と日本人学生との間だけでなく、留学生同志の理解や交流を促進することなど
を目的としています。学園祭や、スポーツ・デー、バーベキュー大会、新歓パーティなど様々な活動を通して、お互いの異なる
文化や習慣を理解し、交流することができます。

研修施設の利用
　本学には、学外に２カ所の研修所（山梨県の山中共同研修所、千葉県の館山研修所）があります。それぞれ自然豊かな地にあ
り、課外活動の合宿、ゼミ、家族旅行などに安価な価格で利用できます。詳しい紹介パンフレットや不明な点は、学生生活課
（学生支援）（電話０２９８５３２２５０）までお問い合わせください。
：

○山中共同研修所
　山中湖畔にあり、真夏でも涼しく、サイクリングや富士山を仰ぎ見ることができます。
○館山研修所
　一年を通して温暖で、春は花摘み・イチゴ狩り、夏は目の前に北条海水浴場があり、海水浴で賑わいます。

（６） 

食費経費（１泊）
夕食昼食朝食使用料

９００円７００円５００円２，０００円
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Extracurricular Activities
　

　

　

TISA (Tsukuba International Students Association)
　

Use of Training Facilities

・

・

（６） Extracurricular Activities/Recreation
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アルバイト
　アルバイトの求人は、「家庭教師」「塾講師」「語学教師」「その他（一般）」の４区分で受け付け、各支援室の掲示板に掲示し
ています。留学生に関する求人票は、グローバルコモンズ機構の掲示板にも掲示されます。希望者は、対応支援室教務・学生支
援担当の窓口又はグローバルコモンズ機構に申し出てください。
　なお、留学生がアルバイト（ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、チューターを除く。）を行う場合は、
事前に地方入国管理局から「資格外活動の許可」を受ける必要があります。詳細は、５９ページを参照してください。
　過去にアルバイト先との間に条件面が原因で金銭上のトラブルが発生したケースがありますので、求人先と契約を結ぶ前に労
働条件等を十分確認して、納得のできるものを各自の責任において選択するようにしてください。
　特に、「その他（一般）」のアルバイトにおいては、雇用主との契約内容等について、必ず書面にて確認するようにしてくださ
い。

学生生活緊急資金
　本学の学生で、不慮の事故、送金の遅延、病気などで緊急かつ一時的に出費を必要とすることが生じた場合に貸付けを行って
います。貸付け限度額は１人３０，０００円（無利息）、貸付け期限は原則として１か月です。詳細は、スチューデントプラザ３階の
学生生活課に問い合わせてください。

学生緊急基金
　公益財団法人日本国際教育支援協会では、大学等に学ぶ学生を支援する目的で寄付を受けた資金により、緊急かつ一時的に資
金を必要とする外国人留学生（正規生のみ）に対し、最高２００，０００円まで無利子で短期貸付けを行っています。詳しくは、公益
財団法人日本国際教育支援協会事業部国際交流課（〒１５３８５０３東京都目黒区駒場４５２９、電話０３５４５４５２７４）に問い合わせてくださ
い。

筑波大学留学生後援会一時金貸出事業
　筑波大学留学生後援会では、本学の外国人留学生で、病気、けが等により入院し、緊急に入院費等を必要とする者など支援希
望者に対し、審査の上、一時金の貸出を行っています。貸出限度額は原則として１人１００，０００円（無利子）までで、貸出月の翌
月から６か月以内に返済することになっています。詳細は、グローバルコモンズ機構内筑波大学留学生後援会事務局へ問い合わ
せてください。

（７） 

（８） 
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Part-time Work
　

　

　

Student Emergency Funds
　

Student Emergency Aid Fund
　

Service of Short-term Loan by the University of Tsukuba Support Association for International Students
　

（８） Loans

（７） Part-time Work
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　独立行政法人日本学生支援機構では、帰国後のフォローアップ事業として、 帰国外国人留学生研究指導事業、 帰国外国人
留学生短期研究制度を行っています。また、日本学術振興会では、論文博士号取得希望者に対する支援事業を行っています。

帰国外国人留学生研究指導事業
　我が国における留学を終了し、帰国後、自国の大学等高等教育機関及び学術研究機関で教育、研究活動に従事している者に対
し、我が国における留学生の指導教員等を現地に派遣して行わせる研究指導、並びに、研究者及び学生等に対するセミナー開催
等の事業の実施を支援することにより、帰国留学生の教育、研究能力を高めるとともに、その他研究者等に対する有益な情報の
提供を通じて、現地の研究者との学術交流の推進及び我が国への留学促進に寄与することを目的とするものです。
　対象国・地域： 参照
　対象となる帰国留学生：次の各号に掲げる条件の全てを満たすものとする。
ア）我が国での留学に際し、「留学」の在留資格を取得していたこと。
イ）我が国の大学院正規課程を修了していること。
ウ）帰国後５年未満であること。
エ）現在、自国の大学等で教育、学術研究又は行政のいずれかの職に就いていること。
　指導教員派遣期間：７日以上１０日間以内
　詳細は、グローバルコモンズ機構（留学生支援）に問い合わせてください。

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）帰国外国人留学生短期研究制度
　この制度は開発途上国・地域等から我が国に留学し、現在自国において、教育、学術研究又は行政の分野で活躍している元留
学生に対し、再度我が国の大学の研究者と共に短期研究を行う機会を提供するものです。
〔平成２６年度募集の場合（学内の申請期限は平成２６年２月下旬）〕
　資格・条件：
ア）本制度の対象国・地域の国籍を有すること。
イ）当該国・地域の大学・学術研究機関・行政機関に所属し、現在自国において教育、学術研究又は行政のいずれかの職に就
いていること（民間企業に従事している者は除く。）。

ウ）我が国での留学に際し、在留資格「留学」を取得していたこと。
エ）我が国の大学院を修了又は単位取得満了退学していること。
オ）２０１４年４月１日現在で満４５歳以下の者（１９６８年４月２日以降に出生した者。）。
カ）２０１４年４月１日現在で、帰国後１年以上を経過していること。（２０１３年３月３１日以前に帰国していること。）
【注意】帰国後、連続して９０日以上、自国以外に滞在した場合の日数は、帰国後の通算年数に含めない。

キ）受入大学において共に短期研究を行なう受入研究者がいること。受入研究者は、帰国留学生が我が国へ留学していた際に
教育研究指導に当たった教員（現在我が国の大学の常勤教員であるものに限る。）とする。
＊１　その教員が異動した場合、異動先での受入れをすることができる。
＊２　その教員が異動又は退職した場合、当時指導に関わっていた教員、又は同研究室を継承した教員が受入れをするこ
とができる。

ク）我が国の大学の長が、この制度の趣旨に沿って、当該大学への受入れを許可すること。
ケ）我が国への入国査証が必要な場合は、その取得が確実なこと。
【注意】当該年度の１１月１日現在で取得が不確実な場合は、採用が取り消されることがある。

コ）過去にこの制度に採用されたことがないこと。
　受入時期及び期間：２０１４年７月１日から２０１５年３月３１日の間のうち、連続する６０日以上９０日以内
　支援の内容：往復航空券及び滞在費等
　詳細は、日本学生支援機構（ ）のホームページ（ ）で確認してください。
　また、問い合わせは、対応する支援室（研究支援等）又は本部棟３階の国際部国際企画課学術交流（電話０２９８５３２０６７）へお
願いします。

独立行政法人日本学術振興会（JSPS）論文博士号取得希望者に対する支援事業
　この事業はアジア・アフリカ諸国の大学等学術研究機関に所属している研究者で、我が国の大学において、大学院の課程によ
らず、学位規則の規定に基づく論文提出によって博士の学位を取得することを支援するものです。
〔平成２６年度募集の場合（学内の申請期限は平成２５年７月中旬）〕
　論博研究者候補者の要件：
ア）博士の学位を取得していない者。
イ）大学院の課程によらず、論文提出により、我が国の大学から博士の学位の取得を希望する者。
ウ）一定の研究歴を有し、本事業により研究を推進し、論文を完成することによって学位取得の見込みがあると認められ、か
つ研究指導者及び所属機関の長の推薦を受けている者。

エ）対象国の国籍を有し、対象国の大学等において、常勤の研究者としての地位を有している者、又は平成２６年４月１日にお
いて有することが明らかであること。

オ）平成２６年４月１日において年齢が４５歳以下であること。
　支援期間：平成２６年４月１日に開始するものとし、原則３年間とする。
　支給経費：旅費（招へい・派遣含む）、物品費、謝金、その他
　詳細は、日本学術振興会（ ）のホームページ（ ）で確認してください。
　また、問い合わせは、対応する支援室（研究支援等）又は本部棟３階の国際部国際企画課学術交流（電話０２９８５３２０６７）へお
願いします。

（９） 
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JASSO Follow-up Research Guidance
　

　Eligible Countries and Areas

　Eligibility
　
　
　
　

　Length of Program
　

JASSO Follow-up Research Fellowship
　

　Eligibility
　
　 ，

　
　
　
　

　

　

　

　
　Length of Program
　Support
　

JSPS Ronpaku (Dissertation Ph.D.) Program
　

　Eligibility
　
　

　

　

　
　Length of Program
　Financial assistance
　
　

（９） Follow-up Services
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　日本に来た留学生の中には、生活環境などの変化から健康を害する人が少なくありません。保健管理センターでは次のような
業務を行っています。これらのサービスを十分活用し、健康管理に努めるようにしましょう。

健康診断
　学生の定期健康診断が、毎年４月中に行われますので、必ず受けてください。日時と場所は事前に掲示されます。
　なお、健康診断証明書の発行は、この定期健康診断に基づいて行われます。
　また、年度の途中で入学した学生は、グローバルコモンズ機構の指示に従ってください。

一般診療
　診療・相談日は下表のとおりです（○印が診療・相談日です）。

【留意事項】
●内 科：薬等が必要な方は必ず診察を受けてください。薬のみは出しません。
　　　　　　　　栄養相談　原則として毎月２回、内科受診後、医師の指示で予約をしております。
●整 形 外 科：先着１５名（午後の診察の場合は先着１０名）まで受け付けます。
●歯 科：主に痛みや腫れのある場合の応急処置、歯石除去、検診、予防処置、保健指導及び口腔全般の相談などを行っ

ています。歯石除去は、健診後の予約制となります。
　以上、受付　 　０２９８５３２４１０（９：００～１７：００）

●学生相談室：予約制です。
受　　付　 　０２９８５３２４１５（９：００～１７：００）
電話相談　 　０２９８５３２４０６（９：００～１７：００）

●精 神 科：予約制です。
受　　付　 　０２９８５３２４１５（９：００～１７：００）

●スポーツ外来：主にスポーツによる障害を対象としています。医師の指示で予約をしております。（整形外科の外来を受診す
るか、所属クラブの学生トレーナーと相談してください。）

学生相談
　学生が抱える様々な問題について、カウンセラーが在室し相談に応じています。
　また、留学生センターのアドバイザー、指導教員及びグローバルコモンズ機構の職員も相談に応じます。

（１） 

スポーツ外来精神科学生相談室歯　科整形外科内　科区　分

内　科整形外科９：００～１２：３０
１３：３０～１７：００

９：００～１２：３０
１３：３０～１７：００９：００～１１：４０９：００～１１：４０

１３：３０～１５：００
９：００～１１：４０
１３：３０～１５：００受付時間

△○○○○
月

○○○○
○○○

火
○○○△
○○○○○

水
△○○○

○○○○
木

○○△
△○○○○

金
○○○

（注１）△印は再検・精検と急患のみです。
（注２）入学試験及び定期健康診断等で、休診となる場合がありますので、注意してください。



－ 36 －

7. Health

　

Health Examination
　

General Medical Care

Student Counseling
　

（１） University Health Center

○○△○○○△○○○～ 、 ～
○○○○～ 、 ～

○○○～
○○○○○○○○○○～ 、 ～
○○○○○○○○○○～ 、 ～

△△△

△
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　在留資格「留学」の外国人留学生は、必ず国民健康保険に加入してください。
　国民健康保険に加入することにより、医療費の負担は３割で済みます。この保険に加入するには年間１人約２０，０００円の保険税
が必要ですが、大きな病気やけがで入院した場合などには大変有利な制度があります（※注を参照）。特に、家族同伴者は、加
入すると医療費の負担が軽くなります。

　加入は、在留カード又は外国人登録証明書を持参し、市役所等の国民健康保険課で行ってください。新入学生は、市役所等で
住居地の届出を行うときに、国民健康保険の加入手続きをすませてください。
　加入の届け出が遅れると、保険税をさかのぼって納めなければならなくなったり、保険証がないために、その間の医療費を全
額自己負担することになります。
　なお、住所を変更したときや、在留期間を延長したとき、留学期間を終了し帰国するときは、市役所等に必ず届け出てください。

※注　「高額医療負担制度」ひと月内に同じ病院で受けた治療費が一定の金額を超えた場合に、その超えた額について払戻しを受
けられる制度。

　この保険は、国内外における本学の教育研究活動中（正課中、学校行事中、学校施設内にいる間、学校施設内外で大学に届け
出た課外活動を行っている間）の急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合や、通学中の事故・学校施設等相互
間の移動中に発生した事故によって身体に傷害を被った場合に保険金の支払いを受けることができる制度です。
　本学では対象となる学生（全学生対象・非正規生含む）の保険料を本学が負担し、全員が加入しています。

保険金の種類と金額

　筑波大学留学生後援会では、本学の外国人留学生の不慮の死亡事故等により支援を希望する者に対し、「国民健康保険」等へ
の加入状況など自助努力等を審査の上、支援金（予算の範囲内）の支給を行っています。
　詳細は、グローバルコモンズ機構内筑波大学留学生後援会事務局へ問い合わせてください。

（２） 

（３） 

（４） 

入院加算金医療保険金後遺障害保険金死亡保険金補償範囲

１日につき４，０００円治療日数１日以上が対象
３千円～３０万円１２０万円～３，０００万円２，０００万円正課中、学校行事中

１日につき４，０００円治療日数１４日以上が対象
３万円～３０万円６０万円～１，５００万円１，０００万円上記以外で学校施設内にいる間

１日につき４，０００円治療日数１４日以上が対象
３万円～３０万円６０万円～１，５００万円１，０００万円学校施設外で大学に届出た課外活動中

１日につき４，０００円治療日数４日以上が対象
６千円～３０万円６０万円～１，５００万円１，０００万円通学中

１日につき４，０００円治療日数４日以上が対象
６千円～３０万円６０万円～１，５００万円１，０００万円学校施設等相互間の移動中

※入院加算金は、医療保険金に関係なく、入院１日目から支払われます。
　詳しくは、学生部学生生活課（学生支援）（電話０２９８５３２２４８）又は対応支援室の学生支援担当へ問い合わせてください。
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Types of insurance and amount of indemnity

　

　

　

（２） National Health Insurance (Important!)

（３） Student Educational Research Activities Accident Insurance

（４） Service of Support in Emergencies by the University of Tsukuba Support Association
　　 for International Students

～～

～～

～～

～～

～～
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　筑波大学の周辺には次のような病院があります。診療日時を確認の上受診してください。

（５） 

ホームページ電話番号住　所病院名
０２９８５１３５１１つくば市天久保１ ３ １筑波メディカルセンター病院
０２９８７７１２２１（代表）
０１２０１３８１２２（予約専用）
０２９８７７１９１５（予約専用）

つくば市要６５筑波記念病院
筑波総合クリニック

０２９８３６６６８８（予約センター）つくば市上横場２５７３ １筑波学園病院

０２９８５１４６３５つくば市竹園２ ８１９
竹園ショッピングセンター２階竹園ファミリークリニック

０２９８５４１８８１つくば市東平塚７１５ １川井クリニック

０２９８５６５５００つくば市吾妻２ ８ ８
つくばシティアビル４階つくばシティア内科クリニック

０２９８５６５０５０つくば市吾妻２ ８ ８
つくばシティアビル１階つくばシティアビル整形外科

０２９８５６５５１５つくば市吾妻２ ８ ８
つくばシティアビル３階つくばシティアビル皮フ科

０２９８５１６３５２つくば市天久保３１４ ８上野歯科医院（予約制）
０２９８５７３２５１つくば市桜３ ８ ２ささもと歯科医院（予約制）
０２９８５２１５１８つくば市吾妻３１７ ６桜ヶ丘歯科センター（予約制）
０２９８６４１７４９つくば市花畑３１２ ９やすみね歯科医院（予約制）
０２９８６３３７１１つくば市春日３１８ １高田眼科

０２９８５１５０００つくば市竹園３２１ ３
竹園ショッピングセンター２階竹園眼科

０２９８９６５６３８つくば市吾妻１ ５ ３
クレオスクエア １階新海眼科

０２９８５５８１３１つくば市東平塚８９３ １つくば豊里耳鼻咽喉科医院

０２９８５８２６１１つくば市竹園３１８ ２
竹園ショッピングセンター２階中山耳鼻咽喉科医院
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（５）  Hospitals Near Campus
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　本学には学生のための宿舎として単身用及び世帯用宿舎があり、留学生も日本人学生と同じ宿舎に住む方式をとっています。
キャンパスの南地区（平砂、追越）、北地区（一の矢、一の矢南）及び春日地区に計６０棟（単身用３，５８４室、世帯用２５０室）が設
置されています。
　学生宿舎の日常的な運営業務は一般財団法人筑波学都資金財団筑波大学学生宿舎管理事務所が行っています。
　各地区管理事務室の連絡先等は次のとおりです。
平　砂　管理事務室 〒３０５０００５　つくば市天久保２丁目１１ 宿舎内線９０２９００ 外線０２９８５８０１３１
追　越　管理事務室 〒３０５０００５　つくば市天久保２丁目１１ 宿舎内線９０２９１０ 外線０２９８５８０１３２
一の矢　管理事務室 〒３０５０００６　つくば市天王台２丁目１ 宿舎内線９０２９９０ 外線０２９８５８０１３３
春　日　管理事務室 〒３０５８５５０　つくば市春日１丁目２１２ 外線０２９８５９１１９３

各宿舎の経費、設備品等
（平砂、追越、一の矢）

（春日）

新世帯用
〔約４１ 〕
一の矢３６～３７

世帯用
〔約３０ 〕
一の矢１７～１９
一の矢３１～３３

新単身用
単身用

〔約１０ 〕

宿舎
形態
〔面積〕

Ｄタイプ
〔約３０ 〕
一の矢３１～３３

Ｃタイプ
〔約１６ 〕
追越２５～２７

Ｂタイプ
〔約１３ 〕
一の矢南３８

Ａタイプ
〔約１４ 〕
一の矢南３４、３５

２５，７２５円２２，７９６円
２７，６９６円２４，０２０円３０，６８０円１４，５８０円１７，３４５円１３，５３０円

１４，８３０円
諸経費
（月額）

居室の電気料金
　　　水道料金
　　　ガス料金

居室の電気料金
　　　水道料金
　　　ガス料金

居室の電気料金
　　　水道料金
　　　ガス料金

居室の電気料金
　　　水道料金
　　　ガス料金

居室の電気料金
　　　水道料金
　　　ガス料金

居室の電気料金
　　　水道料金
　　　ガス料金

居室の電気料金
実　費

３０，０００円保証金
の設備品
　以外に
・風呂
・トイレ
・炊事設備
・エアコン

の設備品
　以外に
・風呂
・トイレ
・炊事設備

の設備品
　以外に
・トイレ
・炊事設備

の設備品
　以外に
・シャワー
・トイレ
・炊事設備
・エアコン

の設備品
　以外に
・シャワー
・トイレ
・炊事設備
・エアコン

の設備品
　以外に
・風呂
・トイレ

・机
・椅子
・ベッド
・洗面台
・宿舎電話

設備品

共同（コインランドリー、乾燥機あり）洗濯室
補食室は共同シャワー、トイ

レ、補食室は共同その他

（１） 

世帯用（留学生）単身用
宿舎形態〔面積〕

家族〔約５３ 〕夫婦〔約３５ 〕留学生〔約１８ 〕日本人〔約１０ 〕
３２，３７７円２３，８７７円１４，０５１円１５，０３５円諸経費（月額）

居室の電気料金
　　　水道料金
　　　ガス料金

居室の電気料金
　　　水道料金
　　　ガス料金

居室の電気料金
　　　水道料金
　　　ガス料金

居室の電気料金
実　費

３０，０００円保証金
の設備品以外に
・風呂
・トイレ
・炊事設備
・エアコン

の設備品以外に
・風呂
・トイレ
・炊事設備
・エアコン

の設備品以外に
・風呂
・トイレ
・炊事設備
・エアコン

・机
・椅子
・ベッド設備品

共同（コインランドリー、乾燥機あり）洗濯室
シャワー、トイレ、給湯室は共同その他

（注１）保証金は、入居時に必要です。
（注２） 、 ・ タイプ、 、 日本人用は、集中暖房方式であり、暖房期間は毎年１１月下旬～３月上旬となります。
（注３）ベッドには、寝具一式付（枕・掛布団・パッド・シーツ・枕カバー）で、シーツ・枕カバーは定期的（１０日に１回）に

交換できます（②Ｄタイプ、③、④を除く）。
（注４）非正規生（研究生、日本語研修生、特別聴講学生、特別研究学生、科目等履習生）は世帯用宿舎に入居できません。



－ 42 －

8. Daily Life

　

　

　

　

　

　

　

Cost & Facilities

④③
②

①

＋＋＋＋＋＋

（１） Student Residence Halls

⑥⑤

＋＋＋

① ② ③ ⑤

② ③ ④
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入居申込み
　単身用については平砂学生宿舎共用棟２階の管理事務所（電話０２９８５８０１３１）、世帯用についてはスチューデントプラザ３階学
生生活課（厚生・宿舎）（電話０２９８５３２２６６，２２６５）に問い合わせてください。
　なお、新規入学の研究生は、入学手続きの時にグローバルコモンズ機構の担当者に申し出てください。

入居期間
　原則として入居を許可された年度内（３月３１日まで）です。翌年度も入居を希望する場合は、１０月～１２月頃に翌年度の入居に
ついての掲示がありますから、これに従って申し込んでください。なお、居室を移動する場合があります。
　世帯用宿舎の入居者希望については、１１月上旬、掲示により周知します。

入居者の決まり
　学生宿舎は、共同生活のための様々な決まりがあります。詳細は、入居時に配付される「学生宿舎の生活案内」を必ずよく読
んでください。
　なお、次の規則のいずれかに該当する者は、退居命令が出る場合がありますので注意してください。
　・宿舎費を理由なく滞納し、３ヶ月以上になるとき
　・入居許可期間が終了しても退居しないとき
　・入居者以外の者を宿泊させたとき
　・設備を汚したり壊したりして、原状回復に必要な経費を負担しないとき
　・管理運営に必要な指示に従わないとき
　・入居願に虚偽の記載があったとき
　・入居許可の条件に違反したとき
　・その他、管理運営上支障をきたす行為のあったとき

インターネット環境
　全室に有線 が敷設され、無料で利用できます。

宿舎電話
　全居室に（春日地区を除く）に宿舎電話が設置されています。学生宿舎内の内線電話は無料で利用できます。また、この宿舎
電話に別途加入契約をすれば一般の電話として利用できます。宿舎電話のかけ方は次のとおりです。

宿舎内線→大学内線　　　　　　　　９０＋大学内線番号
大学内線→一の矢宿舎　　　　　　　１３７＋宿舎内線番号
大学内線→平砂・追越宿舎　　　　　１３８＋宿舎内線番号

　宿舎電話で学外と着発信を行う場合（有料）は、平砂学生宿舎３号棟１階の中央通信システム（直通０２９８５８７９６３　内線３０９９）
に問い合わせてください。

ゴミ
　ゴミは、つくば市の分別方法に従って、決められた曜日の朝８時までにゴミ集積所に出してください。分別方法の詳細は、入
居時に配付される「ゴミの分別収集について」に従ってください。
※粗大ゴミは、予約制・有料収集です。
※テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・パソコンは、法令により市では収集しませんので、学内（又は市内）の電気店に処分を
依頼してください（有料）。
　なお、学生宿舎からアパート等へ移ってもゴミの分別方法は同様ですので、各自が清潔かつ快適に過ごせるように環境美化に
心がけてください。

駐車場
　自動車を持ち込む場合は、全て有料です。
　学生宿舎に自動車の持ち込みを希望する者は、車検証と任意保険の契約書のコピーを添えてスチューデントプラザ３階学生生
活課へ申請してください。
　提出された申請書類の内容を学生生活課で確認後、申請順に「駐車証」を交付します。ただし、駐車スペースは限りがあるた
め、許可されない場合もあります（世帯用は１世帯１台）。なお、学生宿舎から自動車での通学はできません。また、「駐車証」
のない者は、自動車の持ち込みはできません。
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Application
　

　

Period of Residence
　

　

Rules for Residents
　

　
　・
　・
　・
　・
　・
　・
　・
　・

Internet Access
　

Dormitory Phone
　

　

　

Garbage
　

　

Parking Lot
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民間アパート等
　本学周辺地域にはたくさんのアパート、マンション等があります。家賃等は、地域、建築年数や付属設備の有無により差があ
りますが、平均的な料金（月額）は、アパート（６畳、台所、風呂、トイレ付き）で３０，０００円～５０，０００円程度です。
　なお、入居時に部屋代の１～２か月相当の敷金、礼金、仲介手数料などが別途必要になります。
　アパート等に関する情報は、スチューデントプラザ３階の学生生活課（厚生・宿舎）で入手可能です。

住所の変更
　学生宿舎やアパート等を移転する場合は、「変更届」を支援室教務・学生担当（正規生）又はグローバルコモンズ機構（研究
生・短期留学生）に提出してください。また、下記の機関で住所変更の手続きをしてください。
①　移転前の市役所等
②　移転先の市役所等　移転後１４日以内
③　口座を開設した銀行
④　最寄りの郵便局　この手続きを行うと、前の住所宛ての郵便物を移転先の住所へ転送してもらうことができます。ただし、

友達や定期刊行物の発送先にはあらかじめ新しい住所を連絡しておきましょう。
　個々に玄関が付いているアパートでは、移転前にガス・水道・電気会社等へも連絡し、それぞれの料金を精算してください。

留学生住宅総合補償
　万一の火災等に対する備えと、入居保証人に迷惑がかからないようにするための制度です。
　一般に、日本で民間アパートを借りる場合、入居のための保証人が必要です。留学生がこの補償制度に加入することにより、
保証人の精神的・経済的負担を軽くし、保証人を引き受けやすくすることができますので、民間アパートに入居される方は、ぜ
ひこの制度に加入されるようお勧めします。
　詳細は、グローバルコモンズ機構へ問い合わせてください。

　筑波大学留学生後援会では、外国人留学生が民間アパート等への入居のための賃貸借契約を行う際の連帯保証人確保の負担を
軽減するため、希望者に対し審査の上、前記の「留学生住宅総合補償」制度への加入など一定の条件のもとで連帯保証を行って
います。
　詳細は、グローバルコモンズ機構内筑波大学留学生後援会事務局へ問い合わせてください。

（２） 

（３） 
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Private Apartments
　

　

Change of Address
　

　
　
　
　
　
＊

　

Comprehensive Renters Insurance for International Students Studying in Japan
　
　

　

　

　

（２） Apartment & Housing Insurance

（３） Service of Joint and Several Liability for a Lease Contract of a Private Apartment
　　 by the University of Tsukuba Support Association for International Students
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自転車・バイク登録制度について
　本学では広大な敷地を有していることから、多くの学生が自転車等（バイク及び原動機付自転車を含む。）で構内を移動して
います。その環境の中、駐輪場問題や通行障害を解決するため、自転車等の登録制度を定めています。
　ついては、構内において自転車等を利用する場合は、所属するエリア支援室（日本語研修生を除く。）窓口にある「自転車等
登録申請書」により手続きをしてください。なお、登録に係る費用は１台１，０００円で、卒業時まで利用できます。しかし、自転
車等を買い替えた場合は、再度登録が必要となります。

国際運転免許証等について
　日本で自動車を運転する場合は、国際運転免許証の利用は可能ですが、日本に上陸した日から１年間となり、この１年以内に
有効期間が切れる場合は、その日までとなります。
　なお、日本に長期滞在し運転する場合は、この有効期間内に日本の運転免許証に切り替える必要があります。切り替えずに有
効期間後に運転すると無免許運転となり、法律により罰せられます。
　また、学内でも交通事故が多発していますので、必ず「任意保険」に加入してください。加入していない場合は、キャンパス
内駐車場の「駐車証」は交付出来ません。

キャンパス内駐車場について
　キャンパス内の駐車スペースには限りがありますので、原則として、所属するエリア支援室から半径２㎞未満の地区及び学生
宿舎地区を「自動車通学禁止区域」とし、この区域からの自動車での入構を禁止しています。
　「自動車通学禁止区域」以外の者で、自動車通学によらざるを得ない者は、所属するエリア支援室窓口にある「駐車証交付申
請書」に自動車検査証（車検証）、自家用自動車保険（任意保険）証及び居住を証明する書類の写し等を添付のうえ、所属する
エリア支援室窓口へ提出し、「駐車証」の交付を受け、所定の駐車場に駐車してください。なお、構内の移動には自動車を絶対
に使用しないでください。
　また、学生宿舎入居者が宿舎エリアの駐車場を利用する場合は、スチューデントプラザ３階の学生生活課において、同様の手
続きを行ってください。
※「駐車証」の交付を受けていない者は、自動車での入構はできません。

中央図書館南側道路の自動車での通り抜け自粛について
　中央図書館南側道路は道幅が狭いうえ、周辺には教室の他に図書館、スチューデントプラザがあるため、歩行者及び自転車の
往来が大変多く、自転車と自動車との接触事故の危険性が指摘されている場所です。
　歩行者及び自転車の安全確保及び本道路周辺施設における静穏な教育研究環境の確保のため、中央図書館南側道路の自動車で
の通り抜けを自粛し、ループ道路を迂回してください。

駐車違反について
　指定された駐車場以外に駐車をすると駐車違反となり、違反車両に対し違反切符を交付し、それでも違反を繰り返す違反者に
対して車両に施錠措置を行います。また、学群長等教育組織より指導を実施しますので、指定された場所以外には絶対に駐車し
ないでください。

自転車等の放置防止について
　本学構内の駐車場等へ自動車・バイク・自転車（以下「車両」という。）を放置したり、不法投棄する者がここ数年目立って
おり、全学をあげてこのような行為の防止に努めています。良好な学内環境を保つため、使用しなくなった車両は、学内に放置
せず、所有者または使用者が責任をもって廃車手続き等を行い処分してください。

キャンパス交通システム
　筑波大学では、学生、職員等のキャンパスにおける移動や通学・通勤等の便宜を図るためにキャンパス交通システムを導入し
ています。
　このシステムは、つくばエクスプレス線つくば駅前のつくばセンターとキャンパスの間を１日約１４０往復運行されている関東
鉄道の路線バスに、年間８，６００円の利用料で乗車できるもので、この区間内の停留所（路線図参照）であれば何度でも自由に乗
降できます。
　なお、このシステムの利用を希望する場合は、利用証（イメージ図参照）が必要となりますので、学生証を持参のうえ、学内
に６箇所ある書籍部（丸善）のいずれかの店舗で購入手続きをし、学生証への貼付を受けてください。
※参考：通常、つくばセンターから筑波大学中央まで路線バスを利用した場合の料金は、１回２７０円です。

【期限切れに注意】
　キャンパス交通システム利用証は、毎年３月３１日で使用期限が切れます。新年度の利用は更新手続きが必要となります。
　故意でなくても期限切れの使用は、不正行為となり違約金を支払わなければなりませんので、十分注意してください。
　※違約金の算定　　違約金＝２７０円（片道最高額）×２（往復）×２（率）×日数（４月１日から積算した日数）

　　本件に関する問い合わせ先：総務部総務課（ ０２９８５３２０２５）

（４） 
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Bicycle and motorcycle registration system
　

　

International driver's license, etc.
　

　

　

On-campus parking lots
　

　

　

Avoid driving through the road directly south of the Central Library
　

Illegal Parking
　

Prevention of abandoned bicycles, etc.
　

University On-campus Transportation System
　

　

　

　

× × ×

　

（４） Campus Transportation
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【イメージ図】

運転免許
　日本国内で自動車の運転をするには、日本の免許又は国際免許（ジュネーブ条約加盟国のものに限る）が必要です。国際免許
の有効期限は、発行日より１年です。１年以上運転する場合は、日本で適性検査を受けて自国の免許を日本の免許に切り換える
か、又は新たに日本の免許を取得してください。
　自国の免許を日本の免許に切り換えるには、次のものを提出し、簡単な学科と技能の試験及び目の検査を受けることが必要で
す。
①　失効していない自国の免許証（ただし、公付後３か月以上自国において使用したもの）
②　国際運転免許証（持っている人のみ）
③　日本自動車連盟又は在日大使館による上記免許の和訳
④　旅券（パスポート）
⑤　在留カード又は外国人登録証
⑥　写真２枚（縦３㎝×横２．４㎝）
⑦　手数料２，４００円（普通免許）（自動二輪車３，３００円）

　茨城県内で住所の届け出又は外国人登録をしている者は、茨城県警察本部運転免許課（運転免許センター）で書き換えができ
ます。

住　　所：茨城県東茨城郡茨城町長岡３７８３３
電　　話：０２９２９３８８１１
交　　通： 水戸駅北口から関東鉄道バス「免許センター行」（３番のバス停）に乗車、約４０分

なお、つくばセンターから直通のバスもあります。

受付時間：午前９時３０分から１０時（月曜日から金曜日）

　新たに日本の免許を取る場合は、交通法規、自動車の構造についての筆記試験及び技能試験に合格しなければなりません。
　なお、普通免許で５０ のバイクに乗ることができます。

自動車保険
　バイクや自動車を所有する者は、自動車損害賠償責任保険（自賠責保険、強制保険）に加入することが義務付けられています。
この保険は、事故にあったとき、ある程度まで事故の相手方の治療費を補償しますが、補償限度額が少なく、十分とはいえませ
ん。また、本人の治療費や物的損害は補償されません。したがって、補償額の大きい任意保険に必ず加入してから、運転をする
ようにしましょう。

車　検
　自動車と、２５０ を超えるバイクは、新車は３年後、それ以降は２年に１回、車検を行わなければなりません。特に、友人から
譲り受けた車に乗る場合は、所有者の名義変更をするだけでなく、車検と自賠責保険の期限を確認する必要があります。

（５） 

利用証（１２ ×３２ ）
　※平成２６年度有効期限
　　交付日～平成２７年３月３１日

関東鉄道　自動車企業定期券
　２６年４月１日から
　２７年３月３１日まで
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Driver's License
　

　

　
　
　
　
　
　 ×
　

　

　

　

Automobile Insurance
　

it is advisable that owners of any motor vehicles take out voluntary insurance that provides more 
coverage and higher compensation.

Compulsory Automobile Inspection
　

（５） Cars & Bicycles (Important ! ) 

関東鉄道　自動車企業定期券
　２６年４月１日から
　２７年３月３１日まで ×
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交通事故
　本学の学生の交通事故は、学内・外で毎年５０件以上も発生しています。そのほとんどはスピードの出しすぎ、わき見、未熟運
転などの初歩的なものばかりです。
　事故を起こすと、被害者、加害者ともに学業に影響を受けるだけでなく、精神的にも経済的にも大きな負担を追うことになり
ます。有意義な学生生活を送るためにも、交通ルールを守り、慎重な運転をするよう心がけましょう。
　不幸にも交通事故が起きたときは、１１０番に電話して警察に連絡をしてください。負傷者がいる場合には可能な応急手当をし、
１１９番に電話して救急車を呼びましょう。また、他の車の交通の障害にならないように、必要な措置をとってください。

現行道路交通法の罰則
ひき逃げ　　　１０年以下の懲役、または１００万円以下の罰則
酒酔い運転　　５年以下の懲役、または１００万円以下の罰則
酒気帯び運転　３年以下の懲役、または５０万円以下の罰則
無免許運転　　１年以下の懲役、または３０万円以下の罰則
　さらに本学学生としての本分に著しく反した者に対し、退学、停学及び訓告の懲役処分があります。

車体の処分
　不要となり登録を取り消した自動車については、車体の処分も必ず行ってください。
　処分をせずに車体を放置した場合は、本人が罰せられるだけではなく、指導教員にも迷惑がかかることがあります。

自転車の運転
　学内は自転車登録制度があります。
　自転車の盗難が多くありますので必ず鍵をかけてください。
　自転車に住所・氏名をはっきり書いておいてください。
　自転車を買った場合は、自転車屋で防犯登録制度の手続きをしてください。
　友人や先輩などから譲ってもらった場合は、譲渡証明書（様式は自由）を書いてもらってください。
　放置自転車は、盗難車の可能性が高いので絶対に持ち帰らないでください。

盗　難
　大学内の研究室や宿舎等で盗難が多発しています。宿舎を離れるときは、ドアや窓に必ず鍵をかけてください。自転車等にも
忘れずロックしてください。万一、被害に遭ったときは、最寄りの警察に届け出てください。

防　災
　日本の住居は燃えやすい材料でできていますので、火災予防には細心の注意が必要です。特に外出するときや寝るときは、加
熱器具、たばこ、ガスなどの取り扱いに注意してください。火事が起きたときは、１１９番に電話してください。

女性の注意
　夜間の一人歩きは危険ですからやめましょう。知らない人を部屋に入れることも危険です。また、教職員や学生からセクシャ
ル・ハラスメントを受けたときは、遠慮なく留学センター相談室を訪ねてください。

キャッチ商法
　学内や街頭において、通行人に声をかけ、ことば巧みに高額な商品等を売りつける事件が起きています。
　万一、契約してしまった場合でも、８～１４日以内であれば解約できるクーリングオフ制度（取引種類により期間は異なる）が
ありますので、できるだけ早く留学生センター相談室に相談してください。

各種勧誘
　春（４～５月）と秋（９～１０月）を中心に、学生宿舎付近等でキャッチ商法や宗教団体主催の集会等への勧誘が頻繁に行われ
ていますので注意してください。

緊急時の連絡先
　犯罪に巻き込まれたり宿舎から出火した場合など急を要するときは、次のところに電話してください。あなたの名前を告げ
て、どのようなことが起きてどんな助けが必要かを、あわてず簡潔に伝えてください。また、指導教員や関係する事務室等にも
連絡してください。

警察（犯罪・盗難・交通事故の通報） 　電話１１０（無料）　　　　
消防署（火事・救助・救急の通報） 　電話１１９（無料）　　　　
つくば中毒センター（筑波メディカルセンター病院内）（中毒の場合） 　電話０９９０５２９８９９（有料）

（６） 
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Traffic Accidents
　

　

　

　

　

Disposal of Vehicles (Cars)
　

Bicycles
　
　
　
　
　
　
　

Theft
　

Fire Prevention
　

Extra Precautions for Women
　
　

"Catch Sales"
　

Various Solicitations
　

Emergency Contact Numbers
　

Police
Fire Department
Tsukuba Poisoning Center

（６） Safety & Emergency Contact Numbers



－ 53 －

　筑波大学近辺の主な銀行、郵便局、電話会社は次のとおりです。

銀　行
常陽銀行㈱研究学園都市支店 つくば市吾妻１１４２ 電話　０２９８５１２１５１
筑波銀行㈱つくば営業部 つくば市竹園１７ 電話　０２９８５１１８０１

郵便局
筑波学園郵便局 つくば市吾妻１１３２ 電話　０２９８５１９６１４
筑波大学内郵便局 つくば市天久保３１１ 電話　０２９８５１３０１０

電話会社
（固定電話） 東日本 電話　０１２０１１６０００
（携帯電話） ショップつくば つくば市東新井３７３ 電話　０２９８６０２２０２

ドコモショップつくば店 つくば市東新井２４３ 電話　０２９８５８３９０１

電力会社
東京電力 　茨城カスタマーセンター　　 電話　０１２０９９５３３１（引越し、契約）　　

　　　０１２０９９５３３２（停電、料金、その他）

ガス会社
筑波学園ガス 　 つくば市研究学園Ｄ３５街区５　　電話　０２９８４８５１５１

　日本国内に居住する者（外国人留学生も含まれます）は、国民年金法の定めにより、原則として２０歳から６０歳の間、国民年金
保険料を納付する必要があります。
　国民年金保険料（平成２５年度）は、月額１５，０４０円で、１年で１８０，４８０円となります。国民年金納付手続きは、「国民年金資格取
得届」に必要事項を明記し、居住地の市役所等に提出してください。
　なお、学生には「学生納付特例制度」という猶予の制度があります。所得の少ない学生が本制度に申請し、承認されると、国
民年金保険料の納付が猶予されます。申請書は市役所等あるいは、日本年金機構のホームページから入手できますので、手続き
を行ってください。
　国民年金保険料を未納のまま放置すると、病気や怪我により障害が残った時の年金が受け取れなくなり、また老後に日本に居
住する場合、年金がもらえなくなります。
　また、卒業・修了後に日本の企業に就職する際に、就職先の企業から国民年金手帳の提出を求められることがありますが、猶
予手続きを行っていない者は、未納分の国民年金保険料を遡ってまとめて支払うことが必要になる場合がありますので、留意し
てください。
　留学を終え、日本を去る場合は、日本年金機構に各種書類を揃えて提出すると、脱退一時金がもらえます。なお、脱退一時金
を受け取ると、日本と年金通算協定を結んでいる国において、年金を受け取ることができなくなります。
　年金制度について詳しくは日本年金機構のホームページを参照してください。
　

（７） 

（８） 
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Bank

Post Office

Telephone Company

Electrical Power Company
　 　　

Gas Company
　　 　　

　

　

　

　

　

　

（７） Bank, Post Office & Utilities Companies

（８） Pension
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　出入国港において在留カードが交付された方（あるいは旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方）は、住
居地を定めてから１４日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市役所等でその住所を届け出なければなりません。つくば市に
居住する者は、つくば市役所で手続きをしてください。
　なお、「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券を持つ方の在留カードは、住居地の届出をした後に地方入国管
理局より郵送されます。

必要書類
　在留カード（あるいは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券）

遵守事項
　在留カードが交付された方は、次のことを守ってください。
①　住居地の届出は渡日後１４日以内に行うこと。
②　在留カードは常に携帯すること。
③　職務質問を受けた場合は提示すること。
④　住所に変更があった場合には１４日以内に市役所等に届け出ること。
⑤　日本を離れる場合（再入国の予定がある場合を除く。）には在留カードを出国空港（成田空港等）の入国審査官に返納する
こと。

⑥　在留カードを紛失したときは、紛失を知った日から１４日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署で再交付の手続きをする
こと（申請書と写真が必要）。

つくば市役所への道順（電話：０２９-８８３-１１１１）
●つくばエクスプレス線　研究学園駅から徒歩約７分
●筑波大学から自動車で約１５分
●筑波大学から自転車で約３０分

（１） 
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9. Procedures for Staying in Japan

　

　

Necessary Documents
　

Compliance Rules
　
①　
②　
③　
④　
⑤　

⑥　

Access to the Tsukuba City Hall (Tel 029-883-1111)
●
　
　
●
●

（１） Notification of the Address (Important ! )
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　留学生として日本に在留を許可される期間は、所定の手続きにより延長することができます。
　在留期間の満了する３か月前から１０日前までの間に地方入国管理局で手続きしてください。なお、３月は申請件数が多く、許
可がおりるまでに時間がかかりますので、早めに申請してください。（ただし、大学院に進学する場合、入学予定者証明書や在籍
証明書の提示が必要となることがあります。）
⇒入国管理局の地図は６７ページを参照してください。

必要書類
●大学生・大学院生
①　在留期間更新許可申請書（申請人等作成用）
②　同上（所属機関等作成用）（※１）
③　旅券
④　在留カード又は外国人登録証明書
⑤　在学証明書（研究生から進学した場合は過去の在籍証明書が必要となることがあります）
⑥　成績証明書（研究生及び科目等履修生から進学した場合は研究内容又は聴講科目及び時間数を証明するもの）
⑦　４，０００円の収入印紙（更新手数料）
⑧　合格通知書
⑨　入学予定者証明書（翌年度の大学院に合格している者のみ提出）
⑩　日本滞在中の経費支弁能力を証する文書（※２）
⑪　その他（審査に必要なため審査官が提出を要求した書類）
●研究生（限度２年間）
①　在留期間更新許可申請書（申請人等作成用）
②　同上（所属機関等作成用）（※１）
③　旅券
④　在留カード又は外国人登録証明書
⑤　在籍証明書
⑥　研究証明書
⑦　指導教員意見書
⑧　４，０００円の収入印紙（更新手数料）
⑨　大学院合格通知書（大学院に合格している者のみ提出）
⑩　入学予定者証明書（大学院に合格している者のみ提出）
⑪　日本滞在中の経費支弁能力を証する文書（※２）
⑫　その他（審査に必要なため審査官が提出を要求した書類）

（※１）上記②在留期間更新許可申請書（所属機関等作成用）は、グローバルコモンズ機構事務室で交付します。

（※２）経費支弁能力を示す書類とは以下のような書類をいいます。
　 国費外国人留学生の場合
　　　・奨学金の支給証明書
　 私費外国人留学生の場合

・奨学金の支給証明書（奨学金を受給している場合）
・定期的に経費支弁者から留学費用を受け取っていることを証明する書類
　→振り込みにより受け取っている場合
・本人名義の銀行等の預金通帳の写し（定期的に振り込みがあることを確認。残高証明書では不十分）
　または
・銀行の発行する送金証明書（送金通知書）
→現金により受け取っている場合
・経費支弁者作成の経費支弁書
・この他、経費支弁者の課税証明書（総所得の記載されたもの）、源泉徴収票、確定申告書（控）の写しなど、経費
支弁者の収入を証明する書類を求められることがあります。（預金の残高証明書では不十分）

（２） 
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（２） Extension of Period of Stay (Important ! )
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　留学生は本学での勉学・研究が目的で日本にいるのですから、資格外活動（アルバイト）に従事することは勧められません。
　ただし、必要がある場合は、地方入国管理局に資格外活動の許可（ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、
チューターに従事する場合は不要。）申請を行い、勉学・研究に支障をきたさないと判断された場合は、１週間当たり２８時間の
範囲内でアルバイトに従事することができます。なお、大学の夏季休業、冬季休業及び春季休業の期間中は、１日８時間以内の
アルバイトに従事することができます。資格外活動の許可を得ずにアルバイトに従事したり、許可時間数を超えた場合は、処罰
の対象となります。
　この申請は、東京入国管理局水戸出張所でも行うことができます。
　なお、留学生は、風俗営業又は風俗関連営業が行われる場所（キャバレー、パチンコ屋、麻雀屋、個室マッサージ、ストリッ
プ劇場、ラブホテル、など）ではアルバイトを行うことはできません。また、休学中はアルバイトはできません。
⇒入国管理局の地図は６７ページを参照してください。

必要書類
①　資格外活動許可申請書（用紙は地方入国管理局にあります）
②　旅券
③　在留カード又は外国人登録証明書
　地方入国管理局から資格外活動許可を受けた後は、グローバルコモンズ機構（留学生センター２階）に在留カード又はパスポー
ト（外国人登録証明書保有者の場合）を持参し、許可のスタンプを提示してください。

　休学期間中などで一時的に日本を離れる場合は、必ず指導教員の許可を得て、「現住所不在届」をグローバルコモンズ機構に
提出してください。
　出国の日から１年以内かつ在留期間満了日よりも前に帰国する場合は、出国の際に必ず在留カード又は外国人登録証明書を提
示してください。また、１年の期間を超えて再入国する予定の方は地方入国管理局で「再入国許可書」を入手してから出国して
ください。これらの手続きをせずに出国した場合は、日本に再入国する際、新たに査証を取得する必要があります。

　２０１２年７月９日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けた留学生（現在、在留資格「留学」の在留カー
ドを持っている者）が、卒業・修了や退学又は日本国内の他の大学に転学・進学する場合には、１４日以内に入国管理局への届出
が必要です。届出は、留学生本人が地方入国管理局の窓口に必要書類を持参するか、郵送により行ってください。
　なお、本手続きの対象となるのは、２０１２年７月９日以降に交付された在留カードを保有している方です。活動機関を異動する
時点で、在留カードに切り替わっていない方（外国人登録証明書の保有者）は届出の必要はありません。
　該当者は全員忘れずにこの届出を行ってください。この届出を怠った場合には、法律による処罰の対象となります。

Ａ．卒業・修了、退学、除籍、研究生や短期留学生の在籍期間終了の場合（活動機関からの離脱）
①　「活動機関に関する届出（離脱）」（法務省のホームページからダウンロードする）
　　 →４（離脱）
②　在留カード（郵送の場合は、在留カードの写し）

Ｂ．日本国内の他の大学に転学・入学した場合（活動機関に関する届出（移籍））
①　「活動機関に関する届出（移籍）」（法務省のホームページからダウンロードする）
　　 →５（移籍）
②　在留カード（郵送の場合は、在留カードの写し）

Ｃ．郵送の宛先
〒１０８８２５５　東京都南区港南５５３０　東京入国管理局　在留管理情報部門届出受付担当
封筒の表面に、「届出書在中」と赤字で書いてください。

（３） 

（４） 

（５） 
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（３） Non-academic Activities (Part-time Work) (Important ! )

（４） Temporary Leave & Re-entry

（５） Notification of the Accepting Organization (Important ! )
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　留学生（正規生に限る。）が卒業後も引き続き日本国内で就職活動を行う場合は、「特定活動」へ在留資格を変更し滞在するこ
とができます。更に１回在留期間を更新することで、最長１年程度就職活動を継続することが可能です。この間、個別の申請に
基づき、週２８時間以内の資格外活動許可を得ることができます。
　在留資格の変更には、大学からの「推薦状」が必要です。「推薦状」の発行についてはグローバルコモンズ機構に申請してく
ださい。
　在留資格変更手続きは地方入国管理局で行ってください。提出書類は以下のとおりです。
①　在留資格変更許可申請書
②　写真（縦４ ×横３ ）
③　パスポート及び在留カード（又は外国人登録証明書）
④　在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する
文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
⑤　直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
⑥　直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
⑦　継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

　継続就職活動のための在留以外に、卒業後に日本に在留する場合は、在留資格を「留学」から日本国内で行う活動に応じて他
の在留資格に変更しなければなりません。就職等により日本滞在を継続する場合は、速やかに在留資格の変更を行ってくださ
い。
　また、許可された在留資格「留学」の在留期限が卒業した後残っていたとしても、日本滞在を継続する場合は、在留資格の変
更が必要です。
　これらの手続きを怠ると不法滞在となりますので充分注意してください。

Ａ．「外国人留学生の在留資格」
　外国人の在留資格については出入国管理及び難民認定法で定められており、外国人留学生は、大学に入学し教育を受ける活動
を行うことができる在留資格「留学」を得て日本に在留しています。

Ｂ．「外国人留学生が休学をする場合の在留資格の取り扱い」
　本学の学則では、入学、休学、留学、退学、除籍等の身分異動において、留学生と日本人学生に区別はありませんが、留学生
の場合、学籍上の身分異動が在留資格や在留期間と密接に関係します。
　入国管理局では、「日本に滞在している外国人が、その在留資格に係る活動を正当な理由なしに、継続して３カ月以上行ってい
ないことが判明した場合には、在留資格の取り消しの対象になる。」としています。（「正当な理由」とは、病気治療のため長期
間の入院が必要なため、やむを得ず休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合などに限られますが、個々の
ケースについては地方入国管理局で個別に判断されます。）これは、留学生にあっては修了（又は卒業）、退学、除籍により学籍
がなくなった場合、及び休学期間中も「留学」の活動を行っていない、とみなされます。
　従って、３カ月以上休学する場合は、たとえ「留学」の在留期間が残っていても、一時帰国するか、又は在留資格を「留学」
から適切な資格へ変更して在留する必要があります。
　また、アルバイトを行う場合に取得した「資格外活動許可」は、「留学」の在留資格を前提として許可されたものです。休学
中に日本国内でアルバイト（ 、 を含む。）を行うことは一切認められていません。これに違反した場合、強制退去となるこ
ともあります。

（６） 

（７） 

（８） 
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（７） Residence after Graduation (Important ! )

（６） Extended Residence in Order to Continue Employment-searching Activities (Important ! )

（８） Handling of the Status of Residence of an International Student on a Leave of Absence  (Important ! )
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　筑波大学では、「留学」の在留資格を取得している者のみを留学生として扱っています。留学生に対する奨学金の申請などは
「留学」の在留資格を取得していることが条件です。
　何らかの事情により、入学した時点において「留学」以外の在留資格で入国した者は、入学後速やかに地方入国管理局で在留
資格を変更してください。
⇒入国管理局の地図は６７ページを参照してください。

必要書類
①　在留資格変更許可申請書（申請人等作成用）
②　同上（所属機関等作成用）※
③　旅券
④　入学許可書（在学（籍）証明書の代わり）
⑤　研究内容又は聴講科目及び時間数を証明するもの（研究生、科目等履修生の場合）
⑥　４，０００円の収入印紙（更新手数料）
⑦　中国・バングラデシュ・ミャンマー・モンゴルからの留学生は、経費支弁能力を示す書類※を求められる場合があります。
⑧　その他（審査に必要なため審査官が提出を要求した書類）
※在留資格変更許可申請書（所属機関等作成用）及び経費支弁能力を示す書類については５７ページを参照してください。

（９） 

　本国にいる家族を９０日を超えて日本へ呼び寄せる場合は、次の書類を揃えて地方入国管理局に申請し、「家族滞在」の在留資
格認定証明書を取得します。この証明書を本国の家族に送付すれば、比較的簡単にビザを取得することができます。
　なお、９０日以内の短期間呼び寄せる場合は、家族が直接在外日本公館で「短期滞在」ビザを申請することになります。
⇒入国管理局の地図は６７ページを参照してください。
※研究生等の非正規生は世帯用の学生宿舎に入居できません。家族を呼び寄せる場合はアパートを探す必要があります。

必要書類（「家族滞在」の在留資格を取得する場合）
①　在留資格認定証明書交付申請書（家族滞在）
　　家族一人につき１通。氏名等の欄は、呼び寄せる家族のものを記入する。
②　家族の写真１枚（４ ×３ 、無帽・無背景）
③　家族と同居することに関する理由書
　　理由書には理由、同居する期間、現在の申請者（留学生）の生活状況などを記載のこと。
④　親族関係を証明する書類
　　（次のいずれか一つ。ただし、場合により二つ以上要求されることがある。）（日本語訳を添付すること）
１）結婚関係や親子関係を証する戸籍謄本
２）婚姻届受理証明書
３）婚姻証明書
４）出生証明書
５）その他、上記に準ずる文書
⑤　留学生の在留カード又は旅券の写し１通
　　住所等に変更がある場合は、必ず届け出ておくこと。
⑥　住民票（市役所で取得）
⑦　学生証
⑧　留学生の在籍証明書
⑨　留学生の成績証明書（研究生は指導教員からの推薦状）
⑩　日本滞在中の生活費、授業料、その他出費に対する支払能力を証明するもの
１）申請者（留学生）の銀行口座の残高証明書または通帳の写し
２）国費外国人留学生証明書（国費外国人留学生の場合）
３）奨学金受給証明書（金額と期間が明記されたもの）（奨学金を受給している場合）
４）授業料免除証明書（授業料免除を受けている場合）
５）本国から送金がある場合はそれを証明する以下の書類（日本語訳を添付すること）
ａ）親族からの送金誓約書
ｂ）在職証明書及び親族の納税証明書
ｃ）親族の銀行残高証明書
ｄ）送金を証明する書類（例：送金通知書の写し、小切手の写し、通帳の写しなど）
ｅ）親族と申請者の関係を証明する書類

６）その他、上記に準ずる文書

（１０） 
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（１０） Procedures for Bringing One's Family
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⑪　アパート・マンションの契約書の写し又は学生寮の入寮証明書等
⑫　アルバイト雇用契約書の写し、資格外活動許可書の写し
⑬　返信用封筒
　　（申請者（留学生）の住所・氏名を記載のうえ、定形封筒の場合は切手３９２円、定形外封筒の場合は切手４３０円貼付）
⑭　その他（審査に必要なため審査官が提出を要求した書類）
　（注）　 　提出された書類は、交付・不交付にかかわらず返却されません。

　各証明書は提出の３ケ月以内に発行されたものであること。
　書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付すること。

必要書類
（「短期滞在」ビザを申請する場合で、国籍が査証免除措置国以外の場合、次の書類を揃えて本国の家族に送ってください。）
①　招へい理由書（知人訪問の場合、関係を証明する写真、手紙、 等を提出）
②　滞在予定表
③　身元保証書
（文部科学省奨学金を受給している学生は国費証明書でも可。）

④　住民票（世帯全員）
⑤　在籍証明書、奨学金受給証明書
⑥　在留カード又は外国人登録証明書表裏の写し
⑦　その他在外日本公館で求められた書類
※詳細は外務省のホームページ（ ）「ビザ（査証）」のページを参考にして下さい。

　家族同伴で来日し、日本で子供が生まれたときは、次の手続きを行ってください。
①　出生届
　子供が生まれた日から１４日以内に市役所等の戸籍係へ届け出ます。手続きには、出生証明書（医師が作成したもの）、母子
健康手帳が必要です。「出生届受理証明書」を受けとる。
②　国民健康保険の加入
　生まれた子供を国民健康保険に加入させたい場合は、①の手続きと同時に市役所等で行ってください。
　また、母親が国民健康保険に加入している場合は、出産育児一時金が支給されますので、併せて申請してください。
③　小児医療福祉制度（“マル福”）
　中学校３年生までの子供が医療機関で診療を受ける場合等の助成制度がありますので、市役所等で尋ねてください。
④　在留資格の取得
　生まれた子供が６０日を超えて日本に滞在する場合は、生まれた日から３０日以内に、地方入国管理局で在留資格取得のための
手続きを行わなければなりません。
⑤　パスポートの取得　⇒　つくば市役所等の地図は５５ページを参照してください。

入国管理局の地図は６７ページを参照してください。

（１１） 
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Students except those from countries under visa waiver arrangement should also submit the following documents 
when applying to bring their families.
　
　
　

　
　
　
　

　　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　 　

（１１） Childbirth Registration
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東京入国管理局
　　〒１０８８２５５　　東京都港区港南５５３０　　 ０３５７９６７１１１（代表）　　
　　　〈問い合わせ先〉

東京入国管理局　留学審査部門
外国人在留総合インフォメーションセンター　　　 ．０３５７９６７１１２
窓口受付時間：月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝祭日を除く。）

　　９：００～１２：００、１３：００～１６：００

　　　〈交通のご案内〉
　　　　・ 品川駅港南口（東口）から都バス『品川埠頭循環』で『東京入国管理局前』下車
　　　　・東京モノレール又はりんかい線（埼京線乗入）「天王洲アイル」から徒歩１５分

東京入国管理局　水戸出張所
茨城県水戸市城南２丁目９番１２号　第３プリンスビル１階
０２９３００３６０１

　　　〈交通のご案内〉
　　　　・ つくば駅から関鉄バス「 ライナー」で「水戸駅南口」下車（約８０分／片道１，０００円）
　　　　・ 常磐線「水戸駅」下車（ 土浦～水戸間　約６０分／片道９５０円）　　水戸駅南口から徒歩５分
　　　　　※水戸出張所には、十分な駐車施設がありませんので、公共交通機関等を利用してください。
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TOKYO REGIONAL IMMIGRATION BUREAU
　　 　　 　　
　　　
　　　　
　　　　

　　

　　　
　　　　・
　　　　　
　　　　・

MITO BRANCH OFFICE, TOKYO REGIONAL IMMIGRATION BUREAU
　　 　　

　　　
　　　　・

　　　　・ 　
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　筑波研究学園都市に建設された機関は文教系、建設系、理工系、生物系、共同利用施設に大別されます。
　文教系としては筑波大学をはじめ、高エネルギー加速器研究機構、国立科学博物館筑波研究資料センター、教員研修センター
の機関があります。
　筑波大学は筑波学園都市において中核的位置にあります。
　平成１７年８月に、新たな鉄道として「つくばエクスプレス」が営業を開始し、東京秋葉原～つくば間が４５分で結ばれています。

（１） 
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10. Data

（１） Tsukuba Science City
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建学の理念
　本学は、基礎及び応用諸科学について、国内外の教育・研究機関及び社会との自由、かつ、緊密なる交流連係を深め、学際的
な協力の実をあげながら、教育・研究を行い、もって創造的な知性と豊かな人間性を備えた人材を育成するとともに、学術文化
の進展に寄与することを目的とする。
　従来の大学は、ややもすれば狭い専門領域に閉じこもり、教育・研究の両面にわたって停滞し、固定化を招き、現実の社会か
らも遊離しがちであった。本学は、この点を反省し、あらゆる意昧において、国内的にも国際的にも開かれた大学であることを
基本的性格とする。
　そのために本学は、変動する現代社会に不断に対応しつつ、国際性豊かにして、かつ、多様性と柔軟性とを持った新しい教育・
研究の機能及び運営の組織を開発する。更に、これらの諸活動を実施する責任ある管理体制を確立する。

位　置
　本学は、東京の北東約６０ の地点にあり、清く済んだ空気、豊かな緑の中に日本の重要な５０余の試験研究機関を擁する筑波研
究学園都市の中央部に位置しています。キャンパスは、東西１ 、南北４ 、約２５８ を占め、全体として森林公園を基調とし
ており、変化に富んだ斬新なデザインの諸施設が効率的に配置されています。

教育研究組織
学群・学類
　学群は、教育上の目的に応じて組織され、学部段階の学生の教育指導について包括的な責任を持つ組織であり、学類は学群に
属し、学生の教育指導について基礎的な責任を持つ組織です。
学群・学類は、
ａ）専門分野を異にする教育及び学生との接触を通じて、広い視野を養い、豊かな人間形成に資するよう配慮する。
ｂ）既存の学問の体系に必ずしもとらわれることなく、教育上の観点から将来の発展の基礎を培うことができるようにする。
こと等を編成方針としています。
　なお、体育と芸術の各専門学群にあっては、学類を設けず、学群がその役割を兼ねて行っています。

大学院
　大学院には修士課程、博士課程及び専門職学位課程があります。修士課程では、高度専門職業人の養成又は社会人の再教育を
目的として、通常の専門分野の区分にとらわれない学際的な教育を行い、博士課程では、専門的分野における研究者の養成又は
研究型高度専門職業人の養成を目的として、幅広い知識を基盤とした高い専門性を涵養する高度な教育を行い、専門職学位課程
では、高度専門的な職業能力を有する人材の養成に特化した実践的な教育を行っています。
　博士課程には、前期及び後期の区分を設けず、５年一貫教育を行う研究科（医学を履修する課程にあっては４年）と、前期及
び後期の課程に区分する研究科があり、さらに後期の課程のみの専攻を併せ持つ研究科があります。
　また、筑波大学では、社会人再教育のための夜間大学院・昼夜開講制の実施、短期在学コース・長期履修学生制度など標準修
業年限の弾力化、筑波研究学園都市等の研究機関の施設・設備や人的資源を活用して行う連携大学院方式の実施など教育方法・
形態の多様化を図っています。

系
　すべての教員は、原則としていずれかの系に所属し、教員個人の基盤的・恒常的な研究を行いつつ、学群・学類、研究科・専
攻、センター等において、それぞれの組織の目的に即した教育研究を担います。系は、教育と研究の双方に基本的な責任を持ち、
全学的な見地から、当該分野の発展及び他の分野との連携・協力を総合的かつ計画的に推進する役割を担います。

（２） 
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The Tsukuba Concept
　

　

　

Location
　

　

Education and Research System
Undergraduate Courses
　

　

　

Graduate Courses
　
　

　

　

　

　

　

Faculty
　

（２） Outline of the University
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（３） 
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（３） Campus Map
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（４） 

大　　　学　　　院
＊印は東京キャンパス・夜間

学　　　　　群事　　　　　項

　４月１日（火）
　４月１日（火）～４月６日（日）
【４月１日（火）～４月７日（月）】
　４月７日（月）
【４月５日（土）】

　４月７日（月）～４月８日（火）
【４月５日（土）】
　４月９日（水）
【４月８日（火）】
　５月中旬（予定）
　６月２５日（水）～７月１日（火）
　７月３１日（木）～８月６日（水）
【７月２３日（水）～７月２５日（金）
　８月２日（土）、８月５日（火）】
　８月６日（水）
【７月２９日（火）】
　８月７日（木）～８月８日（金）
　８月９日（土）～９月３０日（火）
【８月１０日（日）～９月３０日（火）】

４月１日（火）
４月１日（火）～ ４月６日（日）

４月７日（月）

４月８日（火）
４月９日（水）～ ４月１０日（木）

４月１１日（金）

５月中旬（予定）
６月２５日（水）～７月１日（火）
７月３１日（木）～８月６日（水）

８月６日（水）

８月７日（木）～８月８日（金）
８月９日（土）～９月３０日（火）

学年開始
春季休業

入学式

新入生履修ガイダンス
新入生オリエンテーション

春学期授業開始

春季スポーツ・デー
春ＡＢモジュール期末試験
春ＡＢＣモジュール期末試験

春学期授業終了

期末試験予備日
夏季休業

春学期（４月１日～９月３０日）

備　考
★１　１０月１日（水）の開学記念日は、休講とせずに授業を実施する。
★２　学園祭の実施に伴い、１１月４日（火）の授業は、後片付けのため、臨時休講とする。（東京キャンパスを除く）
　３　定期健康診断の日程については、別に定め、実施時間に当たる学群・学類の当該年次及び研究科の授業は、臨時休講とする。（東京

キャンパスを除く）
　４　５月９日は振替え授業日とし、火曜日の授業を実施する。７月２３日は振替え授業日とし、月曜日の授業を実施する。
　　　１０月１７日は振替え授業日とし、月曜日の授業を実施する。１１月５日は振替え授業日とし、月曜日の授業を実施する。
　　　１１月６日は振替え授業日とし、火曜日の授業を実施する。１月１５日は振替え授業日とし、金曜日の授業を実施する。
　　　１月２０日は振替え授業日とし、月曜日の授業を実施する。
　５　学群の入学者選抜の実施に伴う臨時休業は、準備及び後片付けに要する時間を含め、別に定める。（東京キャンパスを除く）
　６　医学類に係る卒業日は平成２７年３月６日とし、卒業式は上記日程に従い実施する。
　７　平成２４年度以前に８月又は１２月に入学した者で標準修業年限で卒業・修了する者に係る卒業日・修了日は、それぞれ７月２５日、１１月

３０日とする。
　※　学期（学期の区分）は、春学期と秋学期の２学期とし、５週単位の６つ（春Ａ，春Ｂ，春Ｃ，秋Ａ，秋Ｂ，秋Ｃ）のモジュールで構

成する。

大　　　学　　　院
＊印は東京キャンパス・夜間

学　　　　　群事　　　　　項

　９月下旬（予定）
　１０月１日（水）
　１０月１日（水）
　１０月下旬（予定）
　１１月１日（土）～１１月３日（月）
　１１月１５日（土）～１１月１６日（日）
　１２月２２日（月）～１２月２６日（金）

　１２月２７日（土）～１月４日（日）
【１２月２７日（土）～１月５日（月）】
　２月６日（金）～２月１２日（木）

【１月２１日（水）～１月２３日（金）　
　２月３日（火）、２月７日（土）】
　２月１３日（金）、２月１６日（月）
　２月１２日（木）
【１月３１日（土）】
　２月１７日（火）～３月３１日（火）
【２月８日（日）～３月３１日（火）】

　３月２５日（水）
【３月２８日（土）】
　３月３１日（火）
【３月３１日（火）】

９月下旬（予定）
１０月１日（水）
１０月１日（水）
１０月下旬（予定）
１１月１日（土）～１１月３日（月）
１１月１５日（土）～１１月１６日（日）
１２月２２日（月）～１２月２６日（金）

１２月２７日（土）～１月４日（日）

２月６日（金）～２月１２日（木）

２月１３日（金）、２月１６日（月）
２月１２日（木）

２月１７日（火）～ ３月３１日（火）

３月２５日（水）

３月３１日（火）

　秋学期入学式
　秋学期授業開始
★１開学記念日
　筑波キャンパス電気設備点検（全学停電）
★２学園祭
　秋季スポーツ・デー
　秋ＡＢモジュール期末試験

　冬季休業

　秋ＡＢＣモジュール期末試験

　期末試験予備日
　秋学期授業終了

　春季休業

　卒業式
　大学院学位記授与式

　学年終了

秋学期（１０月１日～３月３１日）

（ただし１２月２３日の休日に当たる期末試験は１２月１６日に繰り上げて行う）

（ただし２月１１日の休日に当たる期末試験は２月４日に繰り上げて行う）

（ただし１２月２３日の休日に当たる期末試験は１２月１６日に繰り上げて行う）

（ただし２月１１日の休日に当たる期末試験は２月４日に繰り上げて行う）
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（４） 2014-2015 Academic Year

Graduate School
Note: Those marked with 【　】 are for 

the Tokyo Campus and evening Courses.
Undergraduate SchoolEvents

【 】

【 】

【 】

【 】

【 】
【 】

【 】

【 】

Spring Semester (April 1, 2014 - September 30, 2014)

Graduate School
Note: Those marked with 【　】 are for 

the Tokyo Campus and evening Courses.
Undergraduate SchoolEvents

【 】

【 】
【 】

【 】

【 】

【 】

【 】

Fall Semester (October 1, 2014 - March 31, 2015)
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Norin Gijutsu CenterNorin Gijutsu Center
Ichinoya Gakusei Shukusha MaeIchinoya Gakusei Shukusha Mae

Daigaku Shokubutsu Mihon-enDaigaku Shokubutsu Mihon-en

TARA Center MaeTARA Center Mae

Tsukuba Daigaku ChuoTsukuba Daigaku Chuo

Daigaku KoenDaigaku Koen

Matsumi IkeMatsumi Ike

Amakubo 3-chomeAmakubo 3-chome

Amakubo 2-chomeAmakubo 2-chome

Oikoshi Shukusya HigashiOikoshi Shukusya Higashi

Medical Center ByoinMedical Center Byoin

Tsukuba Medical Center MaeTsukuba Medical Center Mae

Tsukuba Daigaku Kasuga Area MaeTsukuba Daigaku Kasuga Area Mae

Azuma ShogakkoAzuma Shogakko

Tsukuba CenterTsukuba Center

GasshukujoGasshukujo

Amakubo IkeAmakubo Ike

Niji no HirobaNiji no Hiroba

Dai-san Area MaeDai-san Area Mae

Dai-ichi Area MaeDai-ichi Area Mae

Daigaku Kaikan MaeDaigaku Kaikan Mae

Tsukuba Daigaku NishiTsukuba Daigaku Nishi

Hirasuna GakuseiHirasuna Gakusei
Shukusha MaeShukusha Mae

Oikoshi GakuseiOikoshi Gakusei
Shukusha MaeShukusha Mae

Tsukuba Daigaku Byoin IriguchiTsukuba Daigaku Byoin Iriguchi

Tsukuba Daigaku ByoinTsukuba Daigaku Byoin

Norin Gijutsu Center
Ichinoya Gakusei Shukusha Mae

Daigaku Shokubutsu Mihon-en
Dai-ni Area MaeDai-ni Area MaeDai-ni Area Mae

TARA Center Mae

Tsukuba Daigaku Chuo

Daigaku Koen

Matsumi Ike

Amakubo 3-chome

Amakubo 2-chome

Oikoshi Shukusya Higashi

Medical Center Byoin

Tsukuba Medical Center Mae

Tsukuba Daigaku Kasuga Area Mae

Azuma Shogakko

Tsukuba Center

Gasshukujo

Amakubo Ike

Niji no Hiroba

Dai-san Area Mae

Dai-ichi Area Mae

Daigaku Kaikan Mae

Tsukuba Daigaku Nishi

Hirasuna Gakusei
Shukusha Mae

Oikoshi Gakusei
Shukusha Mae

Tsukuba Daigaku Byoin Iriguchi

Tsukuba Daigaku Byoin

（５） 
University of Tsukuba On-campus Transportation System Bus Route Map

キャンパス交通システムの定期券は図の
区間内で利用可能。
（土浦駅行などの路線も含む）
　有効期間：１年間（年度末まで）
　販売場所：学内の書籍部

　

　

※筑波大学循環（右回り、左回り）のバスは、一ノ矢学生宿舎前を経由。
※土浦駅、荒川沖駅、ひたち野うしく駅の各駅－筑波大学中央間のバス
は、第二エリア前を経由。
※荒川沖駅西口－筑波大学病院間、石下駅－筑波大学病院－土浦駅間、
ひたち野うしく駅－筑波大学病院間のバスは、附属病院構内（筑波大
学病院）に乗り入れる。

※

※

※
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＜筑波大学キャンパス交通システム（University of Tsukuba On-campus Transportation System）＞

筑波大学循環バス運行時刻表（University of Tsukuba Loop/On-campus Bus Timetable）
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大
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前
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西
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砂
学
生
宿
舎
前

追
越
学
生
宿
舎
前

筑
波
大
学
病
院
入
口

筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
前
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日
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ー

３０２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１５１３１２１１１０１００９０８０７０６０５０４０３０２０１００００６

１００５０４０３０２０１００５９５８５７５６５５５５５３５２５１５０５０４９４８４７４６４５４４４３４２４１４０４０

５０４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６３５３５３３３２３１３０３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０２０７

２０１５１４１３１２１１１００９０８０７０６０５０５０３０２０１００００５９５８５７５６５５５４５３５２５１５０５０

３０２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１５１３１２１１１０１００９０８０７０６０５０４０３０２０１００００８

５０４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６３５３５３３３２３１３０３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０２０

１００５０４０３０２０１００５９５８５７５６５５５５５３５２５１５０５０４９４８４７４６４５４４４３４２４１４０４０

この間つくばセンター発（２０分間隔）

３０２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１５１３１２１１１０１００９０８０７０６０５０４０３０２０１００００２１

１００５０４０３０２０１００５９５８５７５６５５５５５３５２５１５０５０４９４８４７４６４５４４４３４２４１４０４０

５０４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６３５３５３３３２３１３０３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０２０２２

つ
く
ば
セ
ン
タ
ー

吾
妻
小
学
校

筑
波
大
学
春
日
エ
リ
ア
前

筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
前

筑
波
大
学
病
院
入
口

追
越
学
生
宿
舎
前

平
砂
学
生
宿
舎
前

筑
波
大
学
西

大
学
会
館
前

第
一
エ
リ
ア
前

第
三
エ
リ
ア
前

虹
の
広
場

農
林
技
術
セ
ン
タ
ー

一
の
矢
学
生
宿
舎
前

大
学
植
物
見
本
園

Ｔ
Ａ
Ｒ
Ａ
セ
ン
タ
ー
前

筑
波
大
学
中
央

大
学
公
園

松
美
池

天
久
保
三
丁
目

合
宿
所

天
久
保
池

天
久
保
二
丁
目

追
越
宿
舎
東

メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院

筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
前

筑
波
大
学
春
日
エ
リ
ア
前

吾
妻
小
学
校

つ
く
ば
セ
ン
タ
ー

５０４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６３５３４３３３２３１３０２９２８２８２７２６２５２４２３２２２１２０２０６

３０２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１００９０８０８０７０６０５０４０３０２０１００００７

１００５０４０３０２０１００５９５８５７５６５５５４５３５２５１５０４９４８４８４７４６４５４４４３４２４１４０４０

４０３５３４３３３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１８１７１６１５１４１３１２１１１０１０８

００５５５４５３５２５１５０４９４８４７４６４５４４４３４２４１４０３９３８３８３７３６３５３４３３３２３１３０３０

２０１５１４１３１２１１１００９０８０７０６０５０４０３０２０１００５９５８５８５７５６５５５４５３５２５１５０５０

この間つくばセンター発（２０分間隔）

５０４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６３５３４３３３２３１３０２９２８２８２７２６２５２４２３２２２１２０２０２１

３０２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１００９０８０８０７０６０５０４０３０２０１００００２２

１００５０４０３０２０１００５９５８５７５６５５５４５３５２５１５０４９４８４８４７４６４５４４４３４２４１４０４０

筑波大学循環（左回り）運行時刻表（平日）

筑波大学循環（右回り）運行時刻表（平日）
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合　計
計その他研究生大学院学生学群学生身 分 等

所　 属 私費国費私費国費私費国費私費国費私費国費

２７（　２０）２７（　２０）２７（　２０）人文学類
人
文
・
文
化

学　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群

２２（　１４）２１（　１３）１（　１）１９（　１２）２（　１）１（　１）比較文化学類

５０（　３１）２８（　２０）２２（　１１）２８（　２０）２１（　１０）１（　１）日本語・日本文化学類

９９（　６５）７６（　５３）２３（　１２）７４（　５２）２１（　１０）２（　１）２（　２）人文・文化学群小計

３８（　１８）３７（　１８）１　　　８（　４）２９（　１４）１　　　社会学類社
会
・
国
際

４８（　２６）４６（　２５）２（　１）９（　７）３７（　１８）２（　１）国際総合学類

８６（　４４）８３（　４３）３（　１）１７（　１１）６６（　３２）３（　１）社会・国際学群小計

２（　１）２（　１）１　　　１（　１）教育学類
人　
　

間

３　　　１　　　２　　　１　　　２　　　心理学類

障害科学類

５（　１）３（　１）２　　　１　　　２（　１）２　　　人間学群小計

３７（　２１）３５（　２１）２　　　２（　１）３３（　２０）２　　　生物学類
生
命
環
境

７８（　４７）７７（　４７）１　　　２０（　１２）５７（　３５）１　　　生物資源学類

６（　４）６（　４）６（　４）地球学類

１２１（　７２）１１８（　７２）３　　　２２（　１３）９６（　５９）３　　　生命環境学群小計

５　　　１　　　４　　　１　　　４　　　数学類

理　
　

工

１０（　１）７　　　３（　１）７　　　３（　１）物理学類

２（　１）２（　１）２（　１）化学類

２５（　５）１７（　５）８　　　１　　　１６（　５）８　　　応用理工学類

２５（　３）２１（　３）４　　　３　　　１８（　３）４　　　工学システム学類

１７（　７）１６（　６）１（　１）４（　３）１２（　３）１（　１）社会工学類

８４（　１７）６４（　１５）２０（　２）８（　３）５６（　１２）２０（　２）理工学群小計

１９（　５）１８（　５）１　　　１２（　４）６（　１）１　　　情報科学類
情　
　

報

２　　　２　　　２　　　情報メディア創成学類

４（　４）２（　２）２（　２）２（　２）２（　２）知識情報・図書館学類

２５（　９）２２（　７）３（　２）１４（　６）８（　１）３（　２）情報学群小計

医学類
医　
　

学

看護学類

５（　３）５（　３）５（　３）医療科学類

５（　３）５（　３）５（　３）医学群小計

６（　３）６（　３）６（　３）体育専門学群

１４（　６）１３（　６）１　　　９（　４）４（　２）１　　　芸術専門学群

人文学類
第　
　

一

（
旧　
　
　
　

学　
　
　
　

群
）

社会学類

自然学類

第一学群小計

比較文化学類

第　
　

二

日本語・日本文化学類

人間学類

生物学類

生物資源学類

第二学群小計

社会工学類

第　
　

三

国際総合学類

情報学類

工学システム学類

工学基礎学類

第三学群小計

医学専門学群

図書館情報専門学群

４４５（２２０）３９０（２０３）５５（　１７）１５１（　９２）２１（　１０）２３９（１１１）３４（　７）学 群 計

（平成２５年１２月１日現在）

（６） 
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（６） Number of International Students by Department 1

Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１

２７（　２０）２７（　２０）２７（　２０）

２２（　１４）２１（　１３）１（　１）１９（　１２）２（　１）１（　１）

５０（　３１）２８（　２０）２２（　１１）２８（　２０）２１（　１０）１（　１）

９９（　６５）７６（　５３）２３（　１２）７４（　５２）２１（　１０）２（　１）２（　２）

３８（　１８）３７（　１８）１　　　８（　４）２９（　１４）１　　　

４８（　２６）４６（　２５）２（　１）９（　７）３７（　１８）２（　１）

８６（　４４）８３（　４３）３（　１）１７（　１１）６６（　３２）３（　１）

２（　１）２（　１）１　　　１（　１）

３　　　１　　　２　　　１　　　２　　　

５（　１）３（　１）２　　　１　　　２（　１）２　　　

３７（　２１）３５（　２１）２　　　２（　１）３３（　２０）２　　　

７８（　４７）７７（　４７）１　　　２０（　１２）５７（　３５）１　　　

６（　４）６（　４）６（　４）

１２１（　７２）１１８（　７２）３　　　２２（　１３）９６（　５９）３　　　

５　　　１　　　４　　　１　　　４　　　

１０（　１）７　　　３（　１）７　　　３（　１）

２（　１）２（　１）２（　１）

２５（　５）１７（　５）８　　　１　　　１６（　５）８　　　

２５（　３）２１（　３）４　　　３　　　１８（　３）４　　　

１７（　７）１６（　６）１（　１）４（　３）１２（　３）１（　１）

８４（　１７）６４（　１５）２０（　２）８（　３）５６（　１２）２０（　２）

１９（　５）１８（　５）１　　　１２（　４）６（　１）１　　　

２　　　２　　　２　　　

４（　４）２（　２）２（　２）２（　２）２（　２）

２５（　９）２２（　７）３（　２）１４（　６）８（　１）３（　２）

５（　３）５（　３）５（　３）

５（　３）５（　３）５（　３）

６（　３）６（　３）６（　３）

１４（　６）１３（　６）１　　　９（　４）４（　２）１　　　

４４５（２２０）３９０（２０３）５５（　１７）１５１（　９２）２１（　１０）２３９（１１１）３４（　７）

（
）
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合　計
計その他研究生大学院学生学群学生身 分 等

所　 属 私費国費私費国費私費国費私費国費私費国費
１０（　７）１０（　７）１０（　７）正規生

教育研究科修
士
課
程
研
究
科

大　
　
　
　
　

学　
　
　
　
　

院

２７（　１５）３（　３）２４（　１２）３（　３）２４（　１２）非正規生
３７（　２２）１３（　１０）２４（　１２）３（　３）２４（　１２）１０（　７）教育研究科小計
１０（　７）１０（　７）１０（　７）正規生小計
２７（　１５）３（　３）２４（　１２）３（　３）２４（　１２）非正規生小計
３７（　２２）１３（　１０）２４（　１２）３（　３）２４（　１２）１０（　７）修士課程研究科小計
６２（　４２）４７（　３１）１５（　１１）４７（　３１）１５（　１１）一貫制博士

人文社会科学研究科

博
士
課
程
研
究
所

１１７（　７８）１０７（　７３）１０（　５）１０７（　７３）１０（　５）博士前期
４９（　３３）２９（　２０）２０（　１３）２９（　２０）２０（　１３）博士後期
１２２（　９４）１０９（　８６）１３（　８）２２（　１７）８７（　６９）１３（　８）非正規生
３５０（２４７）２９２（２１０）５８（　３７）２２（　１７）８７（　６９）１３（　８）１８３（１２４）４５（　２９）人文社会科学研究科小計

博士前期

ビジネス科学研究科
博士後期

３（　３）３（　３）３（　３）専門職学位課程
非正規生

３（　３）３（　３）３（　３）ビジネス科学研究科小計
一貫制博士

数理物質科学研究科
３５（　１１）３４（　１１）１　　　３４（　１１）１　　　博士前期
３２（　８）２３（　８）９　　　２３（　８）９　　　博士後期
３２（　７）３１（　７）１　　　３１（　７）１　　　３年制博士
２０（　６）１５（　４）５（　２）１５（　４）５（　２）非正規生
１１９（　３２）１０３（　３０）１６（　２）１５（　４）５（　２）８８（　２６）１１　　　数理物質科学研究科小計

一貫制博士

システム情報工学研究科
２２０（　８２）２０６（　７４）１４（　８）２０６（　７４）１４（　８）博士前期
７３（　２３）５１（　１７）２２（　６）５１（　１７）２２（　６）博士後期
８５（　３６）７４（　３３）１１（　３）５（　２）６９（　３１）１１（　３）非正規生
３７８（１４１）３３１（１２４）４７（　１７）５（　２）６９（　３１）１１（　３）２５７（　９１）３６（　１４）システム情報工学研究科小計
１１（　１）７（　１）４　　　７（　１）４　　　一貫制博士

生命環境科学研究科
１２７（　７２）１１７（　６９）１０（　３）１１７（　６９）１０（　３）博士前期
１４５（　６４）１１０（　４９）３５（　１５）１１０（　４９）３５（　１５）博士後期
６（　３）２（　１）４（　２）２（　１）４（　２）３年制博士
８２（　３６）７３（　３３）９（　３）３７（　２１）３６（　１２）９（　３）非正規生
３７１（１７６）３０９（１５３）６２（　２３）３７（　２１）３６（　１２）９（　３）２３６（１２０）５３（　２０）生命環境科学研究科小計
２２（　１３）１１（　５）１１（　８）１１（　５）１１（　８）修士

人間総合科学研究科

３６（　２２）１８（　９）１８（　１３）１８（　９）１８（　１３）一貫制博士
８６（　５５）８０（　５１）６（　４）８０（　５１）６（　４）博士前期
６０（　４０）５０（　３３）１０（　７）５０（　３３）１０（　７）博士後期
１２（　２）１０（　２）２　　　１０（　２）２　　　３年制博士
８３（　４７）７５（　４５）８（　２）９（　２）６６（　４３）８（　２）非正規生
２９９（１７９）２４４（１４５）５５（　３４）９（　２）６６（　４３）８（　２）１６９（１００）４７（　３２）人間総合科学研究科小計
１６（　１１）１６（　１１）１６（　１１）博士前期

図書館情報メディア研究科 ３（　３）２（　２）１（　１）２（　２）１（　１）博士後期
１１（　６）１０（　５）１（　１）２　　　８（　５）１（　１）非正規生
３０（　２０）２８（　１８）２（　２）２　　　８（　５）１（　１）１８（　１３）１（　１）図書館情報メディア研究科小計
１９（　９）１８（　８）１（　１）１８（　８）１（　１）一貫制博士グローバル教育院
１９（　９）１８（　８）１（　１）１８（　８）１（　１）グローバル教育院小計
２２（　１３）１１（　５）１１（　８）１１（　５）１１（　８）修士課程小計
１２８（　７４）９０（　４９）３８（　２５）９０（　４９）３８（　２５）一貫制博士課程小計
６０１（３０９）５６０（２８９）４１（　２０）５６０（２８９）４１（　２０）博士前期課程小計
３６２（１７１）２６５（１２９）９７（　４２）２６５（１２９）９７（　４２）博士後期課程小計
５０（　１２）４３（　１０）７（　２）４３（　１０）７（　２）３年制博士課程小計
３（　３）３（　３）３（　３）専門職学位課程小計

４０３（２２５）３５６（２０６）４７（　１９）７５（　４２）２８１（１６４）４７（　１９）非正規生小計
１，５６９（８０７）１，３２８（６９１）２４１（１１６）７５（　４２）２８１（１６４）４７（　１９）９７２（４８５）１９４（　９７）博士課程研究科小計
１，６０６（８２９）１，３４１（７０１）２６５（１２８）７５（　４２）２８４（１６７）７１（　３１）９８２（４９２）１９４（　９７）大 学 院 計

２，０５１（１，０４９）
１，７３１（９０４）３２０（１４５）２２６（１３４）２１（　１０）２８４（１６７）７１（　３１）９８２（４９２）１９４（　９７）２３９（１１１）３４（　７）

学群・大学院　合計
２，０５１（１，０４９）２４７（１４４）３５５（１９８）１，１７６（５８９）２７３（１１８）

備考：１．（　）内は、女子を内数で示す。
２．「その他」の内訳は以下のとおり。

（平成２５年１２月１日現在）

（６） 

合計
計日本語研修生科目等履修生特別研究学生特別聴講学生
私費国費私費国費私費国費私費国費私費国費

１７２（１０２）１５１（　９２）２１（　１０）７（　２）３（　２）１４（　８）１４８（　９０）学　　　群
７５（　４２）７５（　４２）２　　　１５（　７）５８（　３５）大　学　院

２４７（１４４）
２２６（１３４）２１（　１０）７（　２）５（　２）１４（　８）１５（　７）２０６（１２５）

計
２４７（１４４）７（　２）１９（　１０）１５（　７）２０６（１２５）
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Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１

１０（　７）１０（　７）１０（　７）
２７（　１５）３（　３）２４（　１２）３（　３）２４（　１２）
３７（　２２）１３（　１０）２４（　１２）３（　３）２４（　１２）１０（　７）
１０（　７）１０（　７）１０（　７）
２７（　１５）３（　３）２４（　１２）３（　３）２４（　１２）
３７（　２２）１３（　１０）２４（　１２）３（　３）２４（　１２）１０（　７）
６２（　４２）４７（　３１）１５（　１１）４７（　３１）１５（　１１）
１１７（　７８）１０７（　７３）１０（　５）１０７（　７３）１０（　５）
４９（　３３）２９（　２０）２０（　１３）２９（　２０）２０（　１３）
１２２（　９４）１０９（　８６）１３（　８）２２（　１７）８７（　６９）１３（　８）
３５０（２４７）２９２（２１０）５８（　３７）２２（　１７）８７（　６９）１３（　８）１８３（１２４）４５（　２９）

３（　３）３（　３）３（　３）

３（　３）３（　３）３（　３）

３５（　１１）３４（　１１）１　　　３４（　１１）１　　　
３２（　８）２３（　８）９　　　２３（　８）９　　　
３２（　７）３１（　７）１　　　３１（　７）１　　　
２０（　６）１５（　４）５（　２）１５（　４）５（　２）
１１９（　３２）１０３（　３０）１６（　２）１５（　４）５（　２）８８（　２６）１１　　　

２２０（　８２）２０６（　７４）１４（　８）２０６（　７４）１４（　８）
７３（　２３）５１（　１７）２２（　６）５１（　１７）２２（　６）
８５（　３６）７４（　３３）１１（　３）５（　２）６９（　３１）１１（　３）
３７８（１４１）３３１（１２４）４７（　１７）５（　２）６９（　３１）１１（　３）２５７（　９１）３６（　１４）
１１（　１）７（　１）４　　　７（　１）４　　　
１２７（　７２）１１７（　６９）１０（　３）１１７（　６９）１０（　３）
１４５（　６４）１１０（　４９）３５（　１５）１１０（　４９）３５（　１５）
６（　３）２（　１）４（　２）２（　１）４（　２）
８２（　３６）７３（　３３）９（　３）３７（　２１）３６（　１２）９（　３）
３７１（１７６）３０９（１５３）６２（　２３）３７（　２１）３６（　１２）９（　３）２３６（１２０）５３（　２０）
２２（　１３）１１（　５）１１（　８）１１（　５）１１（　８）
３６（　２２）１８（　９）１８（　１３）１８（　９）１８（　１３）
８６（　５５）８０（　５１）６（　４）８０（　５１）６（　４）
６０（　４０）５０（　３３）１０（　７）５０（　３３）１０（　７）
１２（　２）１０（　２）２　　　１０（　２）２　　　
８３（　４７）７５（　４５）８（　２）９（　２）６６（　４３）８（　２）
２９９（１７９）２４４（１４５）５５（　３４）９（　２）６６（　４３）８（　２）１６９（１００）４７（　３２）
１６（　１１）１６（　１１）１６（　１１）
３（　３）２（　２）１（　１）２（　２）１（　１）
１１（　６）１０（　５）１（　１）２　　　８（　５）１（　１）
３０（　２０）２８（　１８）２（　２）２　　　８（　５）１（　１）１８（　１３）１（　１）
１９（　９）１８（　８）１（　１）１８（　８）１（　１）
１９（　９）１８（　８）１（　１）１８（　８）１（　１）
２２（　１３）１１（　５）１１（　８）１１（　５）１１（　８）
１２８（　７４）９０（　４９）３８（　２５）９０（　４９）３８（　２５）
６０１（３０９）５６０（２８９）４１（　２０）５６０（２８９）４１（　２０）
３６２（１７１）２６５（１２９）９７（　４２）２６５（１２９）９７（　４２）
５０（　１２）４３（　１０）７（　２）４３（　１０）７（　２）
３（　３）３（　３）３（　３）
４０３（２２５）３５６（２０６）４７（　１９）７５（　４２）２８１（１６４）４７（　１９）
１，５６９（８０７）１，３２８（６９１）２４１（１１６）７５（　４２）２８１（１６４）４７（　１９）９７２（４８５）１９４（　９７）
１，６０６（８２９）１，３４１（７０１）２６５（１２８）７５（　４２）２８４（１６７）７１（　３１）９８２（４９２）１９４（　９７）

２，０５１（１，０４９）
１，７３１（９０４）３２０（１４５）２２６（１３４）２１（　１０）２８４（１６７）７１（　３１）９８２（４９２）１９４（　９７）２３９（１１１）３４（　７）

２，０５１（１，０４９）２４７（１４４）３５５（１９８）１，１７６（５８９）２７３（１１８）

Ｉ＊１ 　Ⅱ＊２

　　　

日本語研修生科目等履修生特別研究学生
Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１

１７２（１０２）１５１（　９２）２１（　１０）７（　２）３（　２）１４（　８）１４８（　９０）
７５（　４２）７５（　４２）２　　　１５（　７）５８（　３５）

２４７（１４４）
２２６（１３４）２１（　１０）７（　２）５（　２）１４（　８）１５（　７）２０６（１２５）

２４７（１４４）７（　２）１９（　１０）１５（　７）２０６（１２５）

（６） Number of International Students by Department 2



－ 83 －

％合　計
計その他研究生大学院学生学群学生

身分等
国籍等 私費国費私費国費私費国費

一貫制博士博士後期課程修士・博士前期課程
私費国費

私費国費私費国費私費国費
０．１５３（　１）３（　１）３（　１）アフガニスタン

ア　
　

ジ　
　

ア

０．８３１７（　１０）１２（　７）５（　３）１　　　１　　　２（　２）８（　５）２（　１）２（　２）１　　　イ ン ド
３．４６７１（　３０）４７（　２０）２４（　１０）１２（　５）２（　１）９（　４）１　　　１（　１）１２（　３）６（　４）１５（　９）５（　１）５（　２）３　　　インドネシア
１０．６３２１８（１００）１７５（　８２）４３（　１８）１５（　１１）８（　３）１３（　５）１（　１）２２（　１０）８（　７）５５（　３０）７（　３）２１（　１３）３（　２）４９（　１３）１６（　２）韓 国
０．５９１２（　４）８（　３）４（　１）２（　１）１　　　１　　　２（　１）４（　１）２（　１）カ ン ボ ジ ア
０．１５３（　２）２（　１）１（　１）１（　１）１（　１）１　　　シンガポール
０．２９６（　５）２（　１）４（　４）１（　１）１（　１）１（　１）１　　　１（　１）１（　１）ス リ ラ ン カ
２．４４５０（　３０）３６（　２２）１４（　８）７（　６）１　　　５（　３）１　　　２（　１）１６（　８）４（　３）５（　４）１（　１）６（　４）２　　　タ イ
５０．３２１，０３２（５４０）９９８（５２３）３４（　１７）３９（　２１）１（　１）２５１（１４９）７（　３）３５（　２１）１　　　１４７（　６３）２０（　９）４３６（２２２）４（　３）９０（　４７）１（　１）中 国
３．４６７１（　４４）７１（　４４）２０（　１２）４（　３）９（　６）１３（　６）１８（　１３）７（　４）台 湾
０．３９８（　４）６（　３）２（　１）１　　　１（　１）３（　１）１（　１）１（　１）１　　　ネ パ ー ル
０．６３１３（　１）１０（　１）３　　　３　　　３　　　４（　１）３　　　パ キ ス タ ン
１．７１３５（　１３）２３（　１１）１２（　２）３　　　５（　２）１　　　３（　１）５　　　１０（　５）１（　１）５（　３）２（　１）バングラデシュ
０．６３１３（　５）５（　３）８（　２）１　　　１　　　５（　１）２（　１）１　　　３（　３）フ ィ リ ピ ン
０．０５１　　　１　　　１　　　東ティモール
３．２７６７（　４６）４０（　２４）２７（　２２）７（　６）４（　４）４（　１）１３（　１２）７（　２）４（　２）１９（　１３）５（　４）３（　２）１　　　ベ ト ナ ム
０．０５１　　　１　　　１　　　香 港
１．４６３０（　１９）２８（　１８）２（　１）５（　３）１　　　１　　　１（　１）５（　４）３（　２）１４（　９）マ レ ー シ ア
０．３９８（　４）２（　１）６（　３）３（　１）１（　１）２（　１）１　　　１（　１）ミ ャ ン マ ー
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）モ ル デ ィ ブ
０．７３１５（　９）１４（　８）１（　１）１（　１）３（　２）１（　１）９（　５）１　　　モ ン ゴ ル
０．３４７（　２）６（　２）１　　　４（　２）１　　　１　　　１　　　ラ オ ス
８２．０１１，６８２（８７０）１，４９０（７７６）１９２（　９４）１１４（　６７）１６（　９）２７７（１６０）３８（　１６）７８（　４１）２９（　２３）２７８（１２８）５８（　２６）５５１（２９１）２５（　１６）１９２（　８９）２６（　４）小計（２２カ国・地域）
１．５１３１（　１９）２７（　１６）４（　３）９（　４）１（　１）１（　１）１（　１）１　　　１　　　１（　１）２（　２）１４（　９）アメリカ合衆国

北
米 ０．２９６（　２）６（　２）１（　１）１　　　１　　　３（　１）カ ナ ダ

１．８０３７（　２１）３３（　１８）４（　３）１０（　５）１（　１）１（　１）１（　１）２　　　１　　　２（　１）２（　２）１７（　１０）小計（２カ国）
０．１０２（　１）１（　１）１　　　１（　１）１　　　アルゼンチン

中　

南　

米

０．０５１　　　１　　　１　　　アンティグア・バーブーダ
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）キ ュ ー バ
０．１５３（　３）３（　３）１（　１）２（　２）コ ス タ リ カ
０．１５３　　　２　　　１　　　１　　　２　　　コ ロ ン ビ ア
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ジ ャ マ イ カ
０．２０４（　１）１　　　３（　１）１（　１）１　　　１　　　１　　　チ リ
０．１０２　　　２　　　１　　　１　　　ニ カ ラ グ ア
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ハ イ チ
１．３２２７（　９）１２（　６）１５（　３）９（　４）１（　１）３　　　２（　１）２（　１）３（　１）７（　１）ブ ラ ジ ル
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ベ ネ ズ エ ラ
０．４９１０（　５）３（　２）７（　３）２（　１）１（　１）１（　１）３（　１）３（　１）ペ ル ー
０．１０２（　１）２（　１）１　　　１（　１）ボ リ ビ ア
０．２４５（　２）１（　１）４（　１）１（　１）２　　　１　　　１（　１）メ キ シ コ
３．０７６３（　２６）２０（　１０）４３（　１６）１２（　６）１（　１）８（　４）１　　　２（　１）３（　２）１４（　４）２　　　１８（　７）１（　１）１　　　小計（１４カ国）
０．２０４（　１）３（　１）１　　　１　　　１　　　２（　１）イ ギ リ ス

ヨ　

ー　

ロ　

ッ　

パ

０．４９１０（　６）９（　６）１　　　６（　４）１　　　１（　１）１　　　１（　１）イ タ リ ア
０．１５３（　２）２（　１）１（　１）２（　１）１（　１）エ ス ト ニ ア
０．１５３（　２）３（　２）３（　２）オ ラ ン ダ
０．０５１　　　１　　　１　　　ギ リ シ ャ
０．２０４（　１）１（　１）３　　　１（　１）１　　　１　　　１　　　ク ロ ア チ ア
０．０５１　　　１　　　１　　　スウェーデン
０．１５３　　　２　　　１　　　２　　　１　　　ス ペ イ ン
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ス ロ バ キ ア
０．２４５（　４）５（　４）４（　３）１（　１）ス ロ ベ ニ ア
０．２０４（　１）１　　　３（　１）１　　　１　　　２（　１）セ ル ビ ア
０．１０２（　１）２（　１）２（　１）チ ェ コ
０．１０２　　　２　　　２　　　デ ン マ ー ク
０．７３１５（　８）１５（　８）９（　５）１（　１）２　　　３（　２）ド イ ツ
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ノ ル ウ ェ ー
０．２０４（　４）２（　２）２（　２）１（　１）１（　１）１（　１）１（　１）ハ ン ガ リ ー
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）フィンランド
０．２９６（　１）５（　１）１　　　５（　１）１　　　フ ラ ン ス
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ブ ル ガ リ ア
０．０５１　　　１　　　１　　　ベ ル ギ ー
０．２９６（　４）４（　４）２　　　４（　４）１　　　１　　　ポ ー ラ ン ド
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ボスニア・ヘルツェゴビナ
０．１０２（　１）１　　　１（　１）１　　　１（　１）ポ ル ト ガ ル
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）マ ル タ
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ラ ト ビ ア
０．１５３（　２）２（　２）１　　　２（　２）１　　　リ ト ア ニ ア
０．２０４（　４）１（　１）３（　３）１（　１）１（　１）１（　１）１（　１）ル ー マ ニ ア
４．３９９０（　４９）６５（　３８）２５（　１１）４６（　２５）２（　１）８（　５）５（　５）３（　１）４（　１）７（　３）５（　３）２（　１）５（　４）３　　　小計（２７カ国）

（平成２５年１２月１日現在）

（７） 
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（７） Number of International Students by Nationality 1

％
Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１

Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１

０．１５３（　１）３（　１）３（　１）
０．８３１７（　１０）１２（　７）５（　３）１　　　１　　　２（　２）８（　５）２（　１）２（　２）１　　　
３．４６７１（　３０）４７（　２０）２４（　１０）１２（　５）２（　１）９（　４）１　　　１（　１）１２（　３）６（　４）１５（　９）５（　１）５（　２）３　　　
１０．６３２１８（１００）１７５（　８２）４３（　１８）１５（　１１）８（　３）１３（　５）１（　１）２２（　１０）８（　７）５５（　３０）７（　３）２１（　１３）３（　２）４９（　１３）１６（　２）
０．５９１２（　４）８（　３）４（　１）２（　１）１　　　１　　　２（　１）４（　１）２（　１）
０．１５３（　２）２（　１）１（　１）１（　１）１（　１）１　　　
０．２９６（　５）２（　１）４（　４）１（　１）１（　１）１（　１）１　　　１（　１）１（　１）
２．４４５０（　３０）３６（　２２）１４（　８）７（　６）１　　　５（　３）１　　　２（　１）１６（　８）４（　３）５（　４）１（　１）６（　４）２　　　
５０．３２１，０３２（５４０）９９８（５２３）３４（　１７）３９（　２１）１（　１）２５１（１４９）７（　３）３５（　２１）１　　　１４７（　６３）２０（　９）４３６（２２２）４（　３）９０（　４７）１（　１）
３．４６７１（　４４）７１（　４４）２０（　１２）４（　３）９（　６）１３（　６）１８（　１３）７（　４）
０．３９８（　４）６（　３）２（　１）１　　　１（　１）３（　１）１（　１）１（　１）１　　　
０．６３１３（　１）１０（　１）３　　　３　　　３　　　４（　１）３　　　
１．７１３５（　１３）２３（　１１）１２（　２）３　　　５（　２）１　　　３（　１）５　　　１０（　５）１（　１）５（　３）２（　１）
０．６３１３（　５）５（　３）８（　２）１　　　１　　　５（　１）２（　１）１　　　３（　３）
０．０５１　　　１　　　１　　　
３．２７６７（　４６）４０（　２４）２７（　２２）７（　６）４（　４）４（　１）１３（　１２）７（　２）４（　２）１９（　１３）５（　４）３（　２）１　　　
０．０５１　　　１　　　１　　　
１．４６３０（　１９）２８（　１８）２（　１）５（　３）１　　　１　　　１（　１）５（　４）３（　２）１４（　９）
０．３９８（　４）２（　１）６（　３）３（　１）１（　１）２（　１）１　　　１（　１）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．７３１５（　９）１４（　８）１（　１）１（　１）３（　２）１（　１）９（　５）１　　　
０．３４７（　２）６（　２）１　　　４（　２）１　　　１　　　１　　　
８２．０１１，６８２（８７０）１，４９０（７７６）１９２（　９４）１１４（　６７）１６（　９）２７７（１６０）３８（　１６）７８（　４１）２９（　２３）２７８（１２８）５８（　２６）５５１（２９１）２５（　１６）１９２（　８９）２６（　４）
１．５１３１（　１９）２７（　１６）４（　３）９（　４）１（　１）１（　１）１（　１）１　　　１　　　１（　１）２（　２）１４（　９）
０．２９６（　２）６（　２）１（　１）１　　　１　　　３（　１）
１．８０３７（　２１）３３（　１８）４（　３）１０（　５）１（　１）１（　１）１（　１）２　　　１　　　２（　１）２（　２）１７（　１０）
０．１０２（　１）１（　１）１　　　１（　１）１　　　
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．１５３（　３）３（　３）１（　１）２（　２）
０．１５３　　　２　　　１　　　１　　　２　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．２０４（　１）１　　　３（　１）１（　１）１　　　１　　　１　　　
０．１０２　　　２　　　１　　　１　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
１．３２２７（　９）１２（　６）１５（　３）９（　４）１（　１）３　　　２（　１）２（　１）３（　１）７（　１）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．４９１０（　５）３（　２）７（　３）２（　１）１（　１）１（　１）３（　１）３（　１）
０．１０２（　１）２（　１）１　　　１（　１）
０．２４５（　２）１（　１）４（　１）１（　１）２　　　１　　　１（　１）
３．０７６３（　２６）２０（　１０）４３（　１６）１２（　６）１（　１）８（　４）１　　　２（　１）３（　２）１４（　４）２　　　１８（　７）１（　１）１　　　
０．２０４（　１）３（　１）１　　　１　　　１　　　２（　１）
０．４９１０（　６）９（　６）１　　　６（　４）１　　　１（　１）１　　　１（　１）
０．１５３（　２）２（　１）１（　１）２（　１）１（　１）
０．１５３（　２）３（　２）３（　２）
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．２０４（　１）１（　１）３　　　１（　１）１　　　１　　　１　　　
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．１５３　　　２　　　１　　　２　　　１　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．２４５（　４）５（　４）４（　３）１（　１）
０．２０４（　１）１　　　３（　１）１　　　１　　　２（　１）
０．１０２（　１）２（　１）２（　１）
０．１０２　　　２　　　２　　　
０．７３１５（　８）１５（　８）９（　５）１（　１）２　　　３（　２）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．２０４（　４）２（　２）２（　２）１（　１）１（　１）１（　１）１（　１）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．２９６（　１）５（　１）１　　　５（　１）１　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．２９６（　４）４（　４）２　　　４（　４）１　　　１　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．１０２（　１）１　　　１（　１）１　　　１（　１）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．１５３（　２）２（　２）１　　　２（　２）１　　　
０．２０４（　４）１（　１）３（　３）１（　１）１（　１）１（　１）１（　１）
４．３９９０（　４９）６５（　３８）２５（　１１）４６（　２５）２（　１）８（　５）５（　５）３（　１）４（　１）７（　３）５（　３）２（　１）５（　４）３　　　
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％合　計
計その他研究生大学院学生学群学生

身分等
国籍等 私費国費私費国費私費国費

一貫制博士博士後期課程修士・博士前期課程
私費国費

私費国費私費国費私費国費
０．４４９（　７）６（　６）３（　１）５（　５）２　　　１（　１）１（　１）ウ ク ラ イ ナ

Ｉ
Ｓ（
旧
ソ
連
）

０．５４１１（　３）１０（　２）１（　１）３　　　１（　１）１　　　１（　１）５（　１）ウズベキスタン
０．７３１５（　１０）１５（　１０）１２（　９）１（　１）２　　　カザフスタン
０．２９６（　５）５（　４）１（　１）５（　４）１（　１）キ ル ギ ス
０．２０４　　　２　　　２　　　１　　　１　　　２　　　タジキスタン
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）トルクメニスタン
０．１５３（　２）２（　２）１　　　２（　２）１　　　ベ ラ ル ー シ
０．５４１１（　７）６（　４）５（　３）４（　３）１　　　１（　１）２（　１）２（　１）１（　１）ロ シ ア
２．９３６０（　３５）４７（　２９）１３（　６）３１（　２３）３　　　１（　１）２（　２）１　　　２（　１）５（　３）６（　２）７（　２）２（　１）小計（８カ国）
０．２０４（　２）２（　１）２（　１）２（　１）１（　１）１　　　オーストラリア

オ
セ
ア
ニ
ア

０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ト ン ガ
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ニュージーランド
０．１０２　　　１　　　１　　　１　　　１　　　パプアニューギニア
０．２４５（　１）３（　１）２　　　１　　　１　　　１　　　２（　１）フ ィ ジ ー
０．６３１３（　５）８（　４）５（　１）２（　１）２（　１）２（　１）３　　　４（　２）小計（５カ国）
０．０５１　　　１　　　１　　　イ ス ラ エ ル

中　
　

東

０．４９１０（　６）７（　４）３（　２）１　　　２（　２）２（　１）３（　１）１（　１）１（　１）イ ラ ン
０．１０２（　１）１（　１）１　　　１　　　１（　１）オ マ ー ン
０．１０２（　１）２（　１）１（　１）１　　　サウジアラビア
０．２４５（　２）３（　２）２　　　１　　　２　　　１（　１）１（　１）シ リ ア
０．３９８（　３）５（　２）３（　１）１（　１）１（　１）１　　　２　　　１　　　１　　　１（　１）ト ル コ
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）パ レ ス チ ナ
０．０５１　　　１　　　　１　　　ヨ ル ダ ン
０．０５１　　　１　　　１　　　レ バ ノ ン
１．５１３１（　１４）１９（　１０）１２（　４）２（　１）４（　４）４（　１）３　　　１　　　５（　１）６（　３）４（　３）１　　　１（　１）小計（９カ国）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）アルジェリア

ア　

フ　

リ　

カ

０．０５１　　　１　　　１　　　ア ン ゴ ラ
０．１５３（　１）２（　１）１　　　１　　　１　　　１（　１）ウ ガ ン ダ
０．３４７（　４）４（　３）３（　１）３（　２）１　　　１（　１）２（　１）エ ジ プ ト
０．１５３　　　２　　　１　　　１　　　１　　　１　　　エ チ オ ピ ア
０．０５１　　　１　　　１　　　エ リ ト リ ア
０．２０４　　　４　　　２　　　２　　　ガ ー ナ
０．１０２（　１）２（　１）１（　１）１　　　カ メ ル ー ン
０．０５１　　　１　　　１　　　ギ ニ ア
０．２０４（　３）２（　１）２（　２）１（　１）１　　　２（　２）ケ ニ ア
０．０５１　　　１　　　１　　　コートジボワール
０．１５３（　１）３（　１）３（　１）ジ ン バ ブ エ
０．０５１　　　１　　　１　　　ス ー ダ ン
０．０５１　　　１　　　１　　　セ ネ ガ ル
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）タ ン ザ ニ ア
０．８３１７（　１１）１０（　６）７（　５）１（　１）１（　１）８（　４）４（　３）１（　１）１　　　１（　１）チ ュ ニ ジ ア
０．６３１３（　１）１２（　１）１　　　２　　　１　　　１　　　９（　１）ナイジェリア
０．０５１　　　１　　　１　　　ブルキナファソ
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）ベ ナ ン
０．１０２　　　２　　　２　　　マ ラ ウ イ
０．０５１　　　１　　　１　　　モザンビーク
０．２４５（　３）２（　２）３（　１）１　　　１（　１）１　　　１（　１）１（　１）モ ロ ッ コ
３．６１７４（　２８）４８（　１８）２６（　１０）８（　５）８（　１）２（　２）２　　　１２（　５）１０（　５）１０（　２）４（　２）１６（　４）２（　２）小計（２２カ国）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）無　国　籍

２，０５１
（１，０４９）

１，７３１（９０４）３２０（１４５）２２６（１３４）２１（　１０）２８４（１６７）７１（　３１）９０（　４９）３８（　２５）３０８（１３９）１０４（　４４）５８４（３０４）５２（　２８）２３９（１１１）３４（　７）
合計（１０９カ国・地域）

２，０５１（１，０４９）２４７（１４４）３５５（１９８）
１２８（　７４）４１２（１８３）６３６（３３２）

２７３（１１８）
１，１７６（５８９）

備考：１．（　）内は、女子を内数で示す。
２．その他の内訳は以下のとおり。

（７） 
（平成２５年１２月１日現在）

合　計
計日本語研修生科目等履修生特別研究学生特別聴講学生
私費国費私費国費私費国費私費国費私費国費

１７２（１０２）１５１（　９２）２１（　１０）７（　２）３（　２）１４（　８）１４８（　９０）学 群
７５（　４２）７５（　４２）２　　　１５（　７）５８（　３５）大 学 院

２４７（１４４）
２２６（１３４）２１（　１０）７（　２）５（　２）１４（　８）１５（　７）２０６（１２５）

計
２４７（１４４）７（　２）１９（　１０）１５（　７）２０６（１２５）
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（７） Number of International Students by Nationality 2

％
Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１

Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１

０．４４９（　７）６（　６）３（　１）５（　５）２　　　１（　１）１（　１）
０．５４１１（　３）１０（　２）１（　１）３　　　１（　１）１　　　１（　１）５（　１）
０．７３１５（　１０）１５（　１０）１２（　９）１（　１）２　　　
０．２９６（　５）５（　４）１（　１）５（　４）１（　１）
０．２０４　　　２　　　２　　　１　　　１　　　２　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．１５３（　２）２（　２）１　　　２（　２）１　　　
０．５４１１（　７）６（　４）５（　３）４（　３）１　　　１（　１）２（　１）２（　１）１（　１）
２．９３６０（　３５）４７（　２９）１３（　６）３１（　２３）３　　　１（　１）２（　２）１　　　２（　１）５（　３）６（　２）７（　２）２（　１）
０．２０４（　２）２（　１）２（　１）２（　１）１（　１）１　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．１０２　　　１　　　１　　　１　　　１　　　
０．２４５（　１）３（　１）２　　　１　　　１　　　１　　　２（　１）
０．６３１３（　５）８（　４）５（　１）２（　１）２（　１）２（　１）３　　　４（　２）
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．４９１０（　６）７（　４）３（　２）１　　　２（　２）２（　１）３（　１）１（　１）１（　１）
０．１０２（　１）１（　１）１　　　１　　　１（　１）
０．１０２（　１）２（　１）１（　１）１　　　
０．２４５（　２）３（　２）２　　　１　　　２　　　１（　１）１（　１）
０．３９８（　３）５（　２）３（　１）１（　１）１（　１）１　　　２　　　１　　　１　　　１（　１）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．０５１　　　１　　　　１　　　
０．０５１　　　１　　　１　　　
１．５１３１（　１４）１９（　１０）１２（　４）２（　１）４（　４）４（　１）３　　　１　　　５（　１）６（　３）４（　３）１　　　１（　１）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．１５３（　１）２（　１）１　　　１　　　１　　　１（　１）
０．３４７（　４）４（　３）３（　１）３（　２）１　　　１（　１）２（　１）
０．１５３　　　２　　　１　　　１　　　１　　　１　　　
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．２０４　　　４　　　２　　　２　　　
０．１０２（　１）２（　１）１（　１）１　　　
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．２０４（　３）２（　１）２（　２）１（　１）１　　　２（　２）
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．１５３（　１）３（　１）３（　１）
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．８３１７（　１１）１０（　６）７（　５）１（　１）１（　１）８（　４）４（　３）１（　１）１　　　１（　１）
０．６３１３（　１）１２（　１）１　　　２　　　１　　　１　　　９（　１）
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）
０．１０２　　　２　　　２　　　
０．０５１　　　１　　　１　　　
０．２４５（　３）２（　２）３（　１）１　　　１（　１）１　　　１（　１）１（　１）
３．６１７４（　２８）４８（　１８）２６（　１０）８（　５）８（　１）２（　２）２　　　１２（　５）１０（　５）１０（　２）４（　２）１６（　４）２（　２）
０．０５１（　１）１（　１）１（　１）

２，０５１
（１，０４９）

１，７３１（９０４）３２０（１４５）２２６（１３４）２１（　１０）２８４（１６７）７１（　３１）９０（　４９）３８（　２５）３０８（１３９）１０４（　４４）５８４（３０４）５２（　２８）２３９（１１１）３４（　７）

２，０５１（１，０４９）２４７（１４４）３５５（１９８）
１２８（　７４）４１２（１８３）６３６（３３２）

２７３（１１８）
１，１７６（５８９）

Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１Ⅱ＊２Ｉ＊１

１７２（１０２）１５１（　９２）２１（　１０）７（　２）３（　２）１４（　８）１４８（　９０）
７５（　４２）７５（　４２）２　　　１５（　７）５８（　３５）

２４７（１４４）
２２６（１３４）２１（　１０）７（　２）５（　２）１４（　８）１５（　７）２０６（１２５）

２４７（１４４）７（　２）１９（　１０）１５（　７）２０６（１２５）

Ｉ＊１ 　Ⅱ＊２
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終了したら□をチェックしてください。

大学　At the University
□指導教員に帰国日を知らせる。
　

□グローバルコモンズ機構・支援室等で帰国に当たっての必要手続きについて確認する。
　

□成績証明書、修了証明書、卒業証明書等の交付申請をする。
　

宿舎　At Your Residence/Apartment
□学生宿舎管理事務所やアパートの管理人に退居予定日を連絡し、退居の手続きをする。家賃・ガス・電気・水道料等を精算する。
　

□契約している電話会社の営業所に連絡して契約を解除する。その月の電話の支払いは翌月になるので、友達などにお金を預け
て精算を頼む。

□部屋をよく清掃し、ゴミは所定の場所へ捨てる。
　

市役所　At the City Hall
□帰国する数日前に国民健康保険証を返却し、保険料を精算する。これを忘れると、保険料が請求され続ける。

地方入国管理局　At the Regional Immigration Bureau
□入国管理局の所定様式「活動機関に関する届出（離脱）」を提出する。
　

空港　At the Airport
□在留カード又は外国人登録証明書を入国審査官に返却する。
　

その他　Other
□銀行口座は、振込みや支払いの予定がない場合は、通帳とカードを持参し、解約手続きをする。
（振込みが予定されている場合は、解約書に必要事項を記入し、友達に解約手続き依頼し、残金を送付してもらうよう頼む。）
電話料金やクレジットカードなどの引き落とし予定がある場合には絶対に口座を解約しない。

Pre-departure Checklist



帰 国 外 国 人 留 学 生 デ ー タ シ ー ト

国籍等

　　　　　　　　　　

フリガナ

氏名 　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　
姓　　　　　　　　　　　　　名

漢　　字

性別

　　□男
　　□女

　　　　　　　　　，　　　　　　　　　，　　　　　　　　　
　　　　 　　　　

　　　　　　　　　，　　　　　　　　　，　　　　　　　　　
年 　　　　　　　月 　　　　　　　日

生年月日

在籍状況 　　＊この欄は日本語で記入してください。

在籍期間 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　～　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

所属 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在籍身分 　　　　　　　　　　　　　　　　取得学位 　　　　　　　　　　　　　　　

指導教員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

費用区分 　□国費 　　□ 政府派遣 　　□ 　　□私費

在籍期間 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　～　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

所属 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在籍身分 　　　　　　　　　　　　　　　　取得学位 　　　　　　　　　　　　　　　

指導教員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

費用区分 　□国費 　　□ 政府派遣 　　□ 　　□私費

在籍期間 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　～　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

所属 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在籍身分 　　　　　　　　　　　　　　　　取得学位 　　　　　　　　　　　　　　　

指導教員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

費用区分 　□国費 　　□ 政府派遣 　　□ 　　□私費

在籍期間 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　～　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

所属 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在籍身分 　　　　　　　　　　　　　　　　取得学位 　　　　　　　　　　　　　　　

指導教員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

費用区分 　□国費 　　□ 政府派遣 　　□ 　　□私費

卒業（修了）後の連絡先

　　住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤務先・大学

所属機関 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職位・学生身分 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

キ　
　
　
　
　
　
　
リ　
　
　
　
　
　
　
ト　
　
　
　
　
　
　
リ　
　
　
　
　
　
　
線
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